
 - 25 - 

 

令 和 ６ 年 ９ 月 定 例 会 

 

令和６年９月６日（金曜日） 

 

 

◎ 出欠席議員氏名 

 

     丹  野  貞  子  議長      吉  田  芳  美  副議長 

 

出 席 議 員（１４名） 

 １番 安 達 智 勇 議員  ２番 漆 山 光 春 議員  ３番 安孫子 真 弥 議員 

 ４番 東海林 信 弘 議員  ５番 石 垣 光 洋 議員  ６番 増 川 憲 一 議員 

 ７番 木 村 章 一 議員  ８番 佐 藤 修 二 議員  ９番 鈴 木 英 友 議員 

１０番 林     智 議員 １１番 奥 山 英 幸 議員 １２番 吉 田 芳 美 議員 

１３番 丹 野 貞 子 議員 １４番 細 矢 誓 子 議員  

 

欠 席 議 員（０名） 

 

 

◎ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 田 川 美和子 事 務 局 長  鈴 木 淳 子 主 幹 

 須 藤 隆 一 議 事 係 長  岡 崎 美 穂 主 査 

 

◎ 説明のため議場に出席した者の職氏名 

 森 谷 俊 雄 町 長  河 内 耕 治 副 町 長 

 板 坂 憲 助 教 育 長  後 藤 慶 治 農業委員会会長 

 清 野 一 晴 監 査 委 員  須 藤 俊 一 
防災・危機管理監兼 
総 務 課 長 

 真 木 秀 章 防災危機管理課長  日 塔 俊 浩 空き家対策主幹 

 牧 野 隆 博 
政 策 推 進 監 兼 
企 画 財 政 課 長  日下部 敦 子 くらし応援課長 

 今 田 史 明 生活環境企画主幹  今 部 憲 治 税 務 町 民 課 長 

 矢 作   勲 健 康 福 祉 課 長  池 田 恵 子 こどもみらい課長 

 佐 藤 晃 一 
農林振興課長併 
農業委員会事務局長  軽 部 広 文 商 工 観 光 課 長 

 土 方 一 郎 都 市 整 備 課 長  大 泉 正 博 上 下 水 道 課 長 



 - 26 - 

 軽 部 昭 博 
会 計 管 理 者 兼 
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◎ 議 事 日 程 

 

令和６年９月６日（金） 午前９時開議 

 

 議事日程第２号 

   日程第１   一般質問 

                                         散  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   議長から傍聴席の方々に申し上げます。本

日、県立谷内高等学校の生徒33名が、授業の

一環で午後から議会傍聴に来られます。手狭

になりますが、ご協力をお願いいたします。 

   また、写真撮影を許可しておりますので、

ご了承願います。 

   本日の欠席通告議員はありません。ただい

まの出席議員数は14名であります。定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   本定例会における一般質問の通告者は８名

であります。質問の順序については、お手元

に配付のとおりであります。 

   １番目は11番奥山英幸議員、２番目は12番

吉田芳美議員、３番目は９番鈴木英友議員、

４番目は６番増川憲一議員、５番目は14番細

矢誓子議員、６番目は７番木村章一議員、７

番目は10番林智議員、８番目は５番石垣光洋

議員、以上のとおり決定しております。 

   本日は、７番木村章一議員までとします。 

   順序に従い、一般質問を進めてまいります。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

                  質 問 通 告 書 

                令和６年９月河北町議会定例会 

質問者氏名 質 問 事 項 質  問  要  旨 

１１番 奥山英幸議員 

 

１ 冬期間の除雪計画

について 

 

 

⑴ 町道の除雪委託に携わる人員の確保をどのよう

に行うのか、現段階の見解と計画を伺う。 

⑵ 町道の除雪委託費用については除雪時間に捉わ

れない契約や規定金額の見直し、またオペレータ
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ーなどの人材育成に関わる経費の助成を考慮すべ

きかと考えるが、現時点の見解を伺う。 

２ 町内空き家の現状

と課題について 

 

⑴ 管理が行き届いていない空き家への対応は、空

き家の持主にどのようにアプローチし、適正な管

理を行えるよう促していくのか伺う。 

⑵ 特定危険空き家を減少させていく方法として現

段階ではどのような考えか伺う。 

⑶ 再利用可能と思われる 232 戸の空き家を、１戸

でも多く再利用、有益に利活用するためにどのよ

うな計画、施策を考えているのか伺う。 

⑷ 民間企業との情報共有を図りながら、持主の考

えを尊重しつつも空き家の再利用をどのように促

していくのか伺う。 

１２番 吉田芳美議員 １ 紙ベースの国民健

康保険被保険者証の

廃止で「マイナ保険

証」への移行について 

⑴ 河北町住民登録者数に対するマイナンバーカー

ド取得状況について 

⑵ マイナンバーカードを持たない方やマイナンバ

ーカードを健康保険証として利用する登録がお済

みでない方への対応などについて 

２ 選挙投票終了時間

を１時間繰り上げす

ることについて 

⑴ 投票終了時間を午後８時から１時間繰り上げ、

午後７時とすることについて 

３ 河北町産「さくらん

ぼ」高温障害の被害状

況について 

⑴ 令和６年度に発生したさくらんぼ高温障害など

による被害状況について 

⑵ ふるさと納税返礼品への影響とその対応状況に

ついて 

⑶ 生産農家の減収に伴う支援状況について 

４ 旧町民プール跡地

の「住宅整備事業が停

滞」していることにつ

いて 

⑴ この５年間、住宅整備方針が多岐に渡り変更さ

れ前に進んでいない実態がある。このことについ

て経過と問題点をどのように検証されたのか伺

う。 

⑵ 分譲地整備から販売まで行政主導で進めるとあ

るが、その具体的な実施方法の中身について伺う。 

 ９番 鈴木英友議員 １ 河北町児童動物園

改修事業と関連した

動物のための環境整

備等について 

⑴ 動物のための設備の改修や環境整備は計画され

ているのか。 
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２ ドッグランの新設

について 

⑴ ドッグランの設置は、美しいまちづくり、住み

よいまちづくりにおいても意義のあることだと思

うが、その必要性をどう考えているのか。 

⑵ ドッグランの設置に向けて、調査検討を進める

考えはないか。 

 ６番 増川憲一議員 １ 産業立地の促進に

ついて 

 

 

⑴ 第８次河北町総合計画にある花ノ木工業団地分

譲の最終目標年度での達成に向けた取り組みにつ

いて伺う。 

⑵ 谷地工業団地をはじめとする町内の既存企業

が、増築や町内に新築移転する場合の対応につい

て伺う。 

⑶ 新規工業団地の造成について伺う。 

１４番 細矢誓子議員 １ 自治体が行う広報

活動について 

 

⑴ 自治体が行う広報活動の目的を伺う。 

⑵ 本町の広報活動の推進方針を伺う。 

⑶ 障がい者や外国人に配慮した広報活動について

伺う。 

 ７番 木村章一議員 １ 小学校６校を統合

し河北中学校と施設

一体型小中一貫校に

することについて、町

民に説明し、理解を得

てから、パブリックコ

メント(意見公募)に、

進むべきではないか。 

⑴ 施設一体型の小中一貫校については、７月24日

の議員全員協議会で初めて、教育委員会の基本方

針案に示され、あり方検討委員会の会議や説明会

では、議論さえされておらず、主権者である町民

に、分かりやすく説明してから、決めるべきでは

ないか。 

⑵ あり方検討委員会は小学校のあり方についての

み諮問され、小中一貫校については触れた程度で、

答申を受けた後、どういう経過で小中一貫校にな

ったのか、また、どういう経過で７月 24日の議員

全員協議会の説明から、施設一体型が示されたの

か、町民が判断できる説明や情報を得て、意見を

言えるようになってから、パブリックコメントの

手続きなど、前に進めるべきではないか。 

２ 2022年に公布され

たこども基本法を守

って、小学校６校の１

校統合や施設一体型

小中一貫校について、

子どもたち自身の意

見を聞くべきではな

⑴ 2022年に公布された、こども基本法では次のよ

うに定めている。第十一条（こども施策に対する

こども等の意見の反映） 国及び地方公共団体は、

こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当

たっては、当該こども施策の対象となるこども又

はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
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いか。   この、こども基本法を守り、小学校６校の１校

統合や施設一体型小中一貫校について、子どもた

ち自身の意見を聞かなければならないのではない

か。 

３ 町の財政として、新

たな土地に１校統合

の学校にするのか、今

ある小学校の数校を

大規模改修して活用

するのか、その他につ

いて、建設費や補助

金、維持費、地方交付

税などがどうなるか

の比較検討を、決定の

前にすべきではない

か。 

⑴ 教育委員会の考えとは別に、町の財政として、

新たな土地を求めた１校統合の場合や、現存する

小学校の数校を大規模改修した場合、その他の場

合、建設費や補助金、維持費、地方交付税などが

どうなるか、比較検討を、決定の前にすべきでは

ないか。 

４ 46年前に河北中学

校１校に統合した時、

荒れた時期が10数年

続いた辛い経験を、小

学校の１校統合や、小

中一貫校に統合を進

める前に、しっかり評

価、反省して決定の内

容に活かすべきでは

ないか。 

⑴ 46年前に町内の４つの中学校全部が河北中学校

１校に統合した後に、窓ガラスが割られ、校舎の

廊下をバイクが走り回るなど、荒れた時期が10数

年続いた辛い経験を、町と教育委員会はどうとら

えているか。 

⑵ 河北中学校が荒れた辛い経験について、当時、

統合を決めた行政や議会、教育委員会は評価や反

省をせず、誰も責任を取っていないようだが、小

学校の１校統合や、小中一貫校を進める前に、し

っかり評価、反省して決定の内容に活かすべきで

はないか。 

１０番 林  智議員 １ 専門化・複雑化する

業務に対応するため

の人材戦略について 

 

⑴ 町行政業務において、専門的知識や経験を有す

る職員の採用や地域活性化起業人制度の活用によ

る業務の効率化と有益性についてどのように捉え

ているのか伺う。 

２ ＤＸ（デジタルトラ

ンスフォーメーショ

ン）推進とＩＣＴ（情

報通信技術）活用のた

めの無料で使える公

衆無線ＬＡＮアクセ

⑴ 本町でもＤＸの推進やＩＣＴの活用といった観

点からも公共施設等の無料で使える無線ＬＡＮア

クセスポイントの環境整備が課題と考えるが、今

後の整備をどのように考えているのか伺う。 
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スポイントの整備に

ついて 

３ 「ゼロカーボンかほ

く宣言」の実現に向け

た取り組みについて 

⑴ 「ゼロカーボンかほく宣言」後の取り組み状況

について伺う。 

 ５番 石垣光洋議員 １ 高齢者の難聴にか

かる支援について 

⑴ 難聴対策や早期発見のための支援について伺

う。 

⑵ 補聴器購入費用の助成を行う考えはないか伺

う。 

２ 都市公園等の樹木

の点検・管理について 

⑴ 都市公園等の樹木の管理方針について伺う。 

⑵ 都市公園・小学校・中学校の樹木の管理状況に

ついて伺う。 

 

○丹野貞子議長 それでは、一般質問に入ります。 

   最初に、11番奥山英幸議員の一般質問を行

います。 

   「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） おはようございます。 

   それでは、質問通告書順に大枠２点、４項

目の質問をさせていただきます。 

   質問事項１、冬期間の除雪計画についてお

伺いいたします。雪国特有の課題であります

冬期間の除雪計画についてお伺いいたします。 

   雪国に住まいを構えている私たち町民は、

冬期間における積雪への向き合い方が、日常

生活においては大きな悩みであり、同時に課

題でもあります。 

   車社会の現在では、積雪の状況により、除

雪を判断する既定の積雪に達すると除雪が行

われ、朝の出勤の時間帯までには除雪を完了

させるために、早朝より除雪作業が行われる

ことは周知の事実でありますが、除雪を委託

する業者や個人の方の年齢層も高齢化を迎え

ているようです。 

   昨年は、業者、個人合わせて18の委託先に

依頼し、除雪などを行っていただきましたが、

今後も同じ数の業者や個人の確保については、

確約されたものではないと考えられ、持続可

能で安定的な担い手を確保することは、当町

にとって非常に重要な課題です。 

   また、人員を確保したとしても、除雪機な

どを操作する技術が必要であり、機器を操作

するオペレーターの持続可能な人材育成を行

う必要があるため、企業側だけでなく自治体

側もサポートする仕組みを構築することも必

要かと思います。 

   降雪がある地域では、オペレーターの資格

取得の経費を一部負担するなどの助成を行っ

ている自治体もあり、そのような制度設計も

今後は必要かと考えます。 

   また、昨今の地球温暖化の影響ではないか

とも言われておりますが、積雪の状況が変化

しており、継続的な降雪ではない場合も影響

し、除雪の回数もその年によってまちまちで、

場合によっては委託費用より経費が上回る年

もあり、請け負う側としては安定的な除雪が

難しい状況にある場合も過去にはあったよう

です。 

   昨今の燃料費や人件費の高騰を考慮すると、

請け負う側も安心して対応できるよう、これ

までと違う除雪計画を再考することも必要か
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と思われます。 

   温暖化とはいえ、降雪がなくなることはな

いと考えられることから、持続可能で安定的

な除雪対応を構築することは必要であると考

えられますので、これらを踏まえ、質問をさ

せていただきます。 

   質問要旨１、町道の除雪委託に携わる人員

の確保をどのように行うのか、現段階での見

解と計画をお伺いいたします。 

   質問要旨２、町道の除雪費用は、除雪時間

により委託料金が発生し、また除雪の最低時

間の保証はされておりますが、規定金額の見

直しや時間にとらわれない契約、またオペレ

ーターなどの人材育成の経費の助成を考慮す

べきと考えますが、町としての見解をお伺い

いたします。 

   次に、町内空き家の現状と課題についてお

伺いいたします。 

   空き家の問題は、当町だけでない、全国的

にも大きな課題であり、各地域で空き家に対

する対策が進められている中、当町でも積極

的な対応を進めなければならないと考えます。 

   今年度初めのデータとしては、当町には300

戸を超える空き家が認識されているかと思わ

れますが、危険度ランクに照らし合わせた空

き家の数として、小規模の修繕により再利用

可能な空き家は81戸、管理が行き届いておら

ず損傷も見られるが、当面の危険性はない空

き家は151戸、今すぐ倒壊や建築材の飛散など

の危険性はないが、管理が行き届いておらず、

損傷が激しい空き家は56戸、倒壊や建築材の

飛散など危険が切迫しており、緊急度が極め

て高い空き家は25戸と空き家の現状も様々で

すが、特に注視しなければならないのは、今

すぐ倒壊や建築材の飛散等の危険性はないが、

管理が行き届いておらず損傷が激しい空き家、

倒壊や建築材の飛散等危険が切迫しており緊

急度が極めて高い空き家の計81戸ではないか

と考えられます。 

   この２種の状態の空き家は年々増加傾向に

ありますが、81戸をどう減少させていくのか、

空き家の持ち主にどのようにアプローチをし

て、現状を再認識いただいた上で、今後とし

ての適正な対応を促すことが課題かと考えら

れます。 

   また、小規模の修繕により再利用可能な空

き家、管理が行き届いておらず損傷も見られ

るが当面の危険性はない空き家、計232戸につ

いても、有益な利用価値が見られるのではな

いかと考えますが、この232戸を何もせずその

まま放置すれば損傷もひどくなり、いずれは

特定空き家の分類にされてしまう可能性があ

り、再利用可能な状態であれば有益に利用で

きるよう対処すべく対応を行うことも必要と

考えますので、以上を踏まえ、質問をさせて

いただきます。 

   質問要旨１、管理が行き届いていない空き

家の対応について、空き家の持ち主にどのよ

うにアプローチし、適正な管理を行えるよう

促していくのか、お伺いいたします。 

   質問要旨２、特定空き家を減少させていく

方法として、現段階ではどのような考えをお

持ちなのか見解をお伺いいたします。 

   質問要旨３、再利用可能と思われる232戸の

空き家を１戸でも多く再利用、有益に利活用

するためにどのような計画、施策を考えてい

るのか伺います。 

   質問要旨４、民間企業との情報共有を図り

ながら、持ち主の考えを尊重しつつも、空き

家の再利用をどのように捉えていくのかを伺

います。 

   以上、再質問を留保し、質問とさせていた

だきます。 

○丹野貞子議長 11番奥山英幸議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 
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○森谷俊雄町長 11番奥山英幸議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、冬期間の除雪計画についてお答え

いたします。 

   まず１点目、町道の除雪委託に携わる人員

の確保をどのように行うのか、現段階の見解

と計画について申し上げます。 

   現在の除雪実施体制でございますが、令和

５年度において、車道用の除雪機27台、歩道

用の除雪機４台の計31台体制で除雪を行って

まいりました。 

   具体的には、車道用の除雪機は事業所、個

人合わせて13業者から18台の除雪機械を借り

上げて実施しております。 

   町所有の除雪機につきましては、４業者及

び町道除雪促進事業に係る作業員１名に６台

を貸し付けて除雪を実施しております。 

   直営の除雪機３台につきましては、町職員

２名体制で実施しております。 

   歩道用の除雪機につきましては、ハンドガ

イド式の除雪機２台及び小型ロータリー除雪

車２台の計４台体制で、これら全てを３業者

へ貸し付けて除雪を実施しております。 

   除雪委託に携わる人員の確保につきまして

は、現段階では除雪業者の確保ができており、

滞りなく除雪作業は行われている状況であり

ます。しかしながら、除雪機械を保有するこ

とに伴う維持管理のコストやオペレーターの

高齢化といった課題もあり、除雪業者の確保

は重要です。 

   町としましては、除雪業者との情報共有、

連携を密にし、今後、除雪継続が難しい除雪

業者があった場合には、早急に町内事業者等

と除雪委託の交渉をするなど、人員確保に努

めてまいります。 

   ２点目の町道除雪委託の費用、オペレータ

ーの人材育成に係る助成について申し上げま

す。 

   除雪委託料は、毎年、除雪委託契約を締結

する際に、除雪機の種類に応じて、山形県の

土木関係設計単価に基づく人件費や燃料費及

び国の建設機械等損料計算表に基づく除雪機

械の損料を計上して、１時間当たりの単価を

算出し、実稼働時間にこの単価を乗じた額と

しております。 

   さらに、土曜日、日曜日、祝日、年末年始

休暇期間などの休日にオペレーターに待機し

ていただきますので、それに対する待機料を

加算し、これらを合計した額を委託料として

お支払いしております。 

   また、最低時間の保証をしております。３

月末時点で実稼働時間が30時間に満たない業

者につきましては、除雪委託の最低保証費と

して、その不足分の実稼働時間に１時間当た

りの単価を乗じた額を追加でお支払いしてお

ります。この最低保証費の制度は、平成28年

度から導入されており、この制度の導入は県

内でも早く、令和元年度や昨年度の暖冬で除

雪稼働時間が少なくなった際に、最低保証費

を支払った実績がございます。 

   このように、委託料の算定に当たりまして

は、毎年内容の見直しを行っております。引

き続き適切な委託契約に努めてまいります。 

   オペレーターなどの人材育成につきまして

は、除雪機オペレーターの高齢化に対する対

策として、町道除雪作業の担い手を確保し、

除雪体制の強化を図ることが重要です。 

   そのため、町道除雪事業に関心を持つ方を

対象に、町が用意した小型除雪機３トン級を

使用して、日中の町道除雪作業に参加してい

ただく道路除雪促進事業を令和３年度に実施

いたしました。この事業により、作業員１名

を採用し、令和５年度におきましても町道の

除雪作業に従事していただいた状況でありま

す。 

   道路除雪促進事業により委託を受けた方に
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つきましては、初めて除雪機の運転業務に従

事する際には、安全衛生のため、一般社団法

人労働技能講習協会などが主催する特別教育

を修了することが義務づけられておりますが、

この特別教育の受講料や、その他の講習会へ

の参加料につきましては、町で全額負担する

など進めてまいりました。 

   このように、除雪オペレーター確保のため

の支援を実施しながら、町の除雪体制を維持

しているところでございますが、引き続き除

雪体制を確保できるよう、除雪業者等と連絡

を密にして取り組んでまいります。 

   次に、町内の空き家の状況と課題について

申し上げます。 

   全国的な人口減少や家族形態の変化、特に

核家族の増加などが一因となり、本町におい

ても住居として使用されていない空き家が増

加している現状になっております。 

   空き家の中には、少し手を入れればすぐに

活用可能な空き家もございますが、適切な管

理がなされず、管理不全状態となり、周辺環

境に悪影響を及ぼすおそれがある空き家も確

認されております。 

   このような状況を踏まえ、町では令和４年

３月に河北町空き家等対策計画を策定し、発

生の予防、適切な管理の促進、管理不全空き

家への対応、空き家等の利活用と除却、この

４つの対策方針を定め、空き家等対策を進め

ております。 

   効果的に対策を進めるに当たり、空き家の

権利を有する所有者等の特定が必要になって

まいりますが、空き家の建物登記記載がない

などのほか、権利関係が複雑な場合など、町

が介入して問題解決に当たる際に大きな障害

となっております。 

   また、所有者等が特定できましても、町か

らのお願いや指導などに対し、速やかに対応

していただけることが少ないのが実情であり、

空き家等対策を進めるに当たっての課題であ

ると捉えております。 

   一方、権利関係も含め、状態の良好な空き

家の有効活用については、平成26年から河北

町空き家バンク制度を創設し、空き家の利用

希望をする方に登録いただいております。 

   これまで、バンクへの登録実績は累計で38

件、現在バンク利用を希望している登録者数

は59件となっており、現在、町のホームペー

ジでは７件を公開しております。 

   空き家活用を希望している物件の中で、比

較的築年数が浅い物件などは、民間の不動産

事業者を通して取引される方が多く、町の空

き家バンクへの登録数は伸び悩んでおります。

いかに登録者数を増やしていくかが課題であ

ります。 

   １点目の管理が行き届いてない空き家への

対応について、空き家の持ち主にどのように

アプローチし適正な管理が行えるよう促して

いくのかについて申し上げます。 

   町では、空き家の管理状況を把握するに当

たり、河北町空き家等対策計画において、空

き家の老朽・破損状況ごとに、空き家危険度

としてＡからＤランクにランク分けしており

ます。 

   令和６年３月末現在の時点で申し上げます

と、ランクごとの戸数は、修繕がほぼ必要の

ない建物と把握している危険度ランクＡが77

戸、多少の修繕が必要な建物と把握している

危険度ランクＢが150戸、老朽化が著しい建物

と把握している危険度ランクＣが52戸、解体

が必要と思われる建物と把握している危険度

ランクＤが26戸と確認しており、空き家の総

数は305戸と確認しております。 

   その中で、管理の行き届いていない状態と

分類する、先ほど申し上げましたＣとＤのラ

ンクに該当する空き家の所有者等には、雪解

け時期や強風時期前に、空き家の見回りをお
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願いする文書を送付しているほか、特に周辺

地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある危

険な空き家の所有者等に対しましては、空き

家の管理不全状態にあることをより強く理解

していただくために、黄色い用紙を使用し、

具体的な危険箇所を指摘した指導書に解消期

限を付して通知するなど、空き家の不良箇所

の早急な解消が図られるよう努めているとこ

ろであります。 

   空き家の増加傾向は、今後とも続くと見込

まれ、所有者等が空き家を放置状態にしてし

まう前に、様々な活用の方法の周知と、それ

を支援する施策が重要な取組になると考えて

おります。 

   また、令和５年度からは、防災危機管理課

に空き家対策室を新しく設け、空き家対策の

総合窓口として関係課と緊密な連携を取りな

がら対応しているところであります。 

   この空き家対策総合窓口への町民等からの

相談件数も、令和４年度相談件数59件に比べ、

令和５年度は84件、本年度、令和６年度は７

月31日現在で既に58件と、空き家への関心の

高まりが、この相談件数に現れていると捉え

ております。 

   また、町内の空き家総数は、年度ごとの増

減はあるものの、令和４年度末の空き家総数

327戸と比べると、令和５年末での空き家総数

は305戸と、22戸減少いたしました。 

   空き家問題は、短期的な対策だけでは解決

できない問題と捉えております。空き家所有

等の方々に対しましては、空き家問題を自分

だけのことと捉えず、地域に影響を来す大き

な問題である捉えていただけるよう、丁寧に

周知、説明を継続していくことに加え、中長

期的な視点で人口動態や生活形態の変化等に

対応する支援に努めながら、実効ある対策を

講じることが必要であると考えております。 

   ２点目の特定空き家を減少させていく方法

として、現段階での考え方について申し上げ

ます。 

   町では、適切な管理が行われてないことに

より、その周辺の生活環境の保全を図る上で

放置することが不適切な状態にある空き家を、

河北町空き家等の適正管理に関する条例によ

り、特定空き家と定義しております。 

   令和６年３月末時点では、老朽化が著しい

建物と把握している空き家危険度ランクＣの

中で、宅地内の草木が繁茂し、放置すること

が不適切な状態になっている３戸を特定空き

家と認定し、空き家危険度ランクＤの26戸と

合わせ29戸が特定空き家と認定されておりま

す。 

   特定空き家の所有者等へは、ご自身の財産

として空き家の適切な管理をお願いする指導

文書を通知するとともに、周辺環境に悪影響

が出ている場合には、直接自宅を訪問し、当

該現状の説明と不良箇所の解消に向けて早急

な対応をお願いしているところです。 

   河北町空き家等除却事業費補助金の今年８

月時点での申請数17件のうち、特定空き家所

有者等からの申請は６件でございます。令和

５年度の補助金活用実績１件と比較し、５件

の増となっており、所有者など自ら空き家対

策に取り組む意識の醸成が、徐々にではあり

ますが図られているというふうに成果として

捉えております。 

   空家等対策の推進に関する特別措置法には、

所有者など自らの責務により、的確に対応し

なければならないと明記されておりますが、

空き家の管理をするかしないかも、所有者等

次第、所有者等のモラルにかかってくること

も事実でございます。 

   行政においては、地域環境の安全・安心を

確保する観点から、法令に基づいて対策を講

じていかなければなりません。特に、喫緊に

危険な状態が迫ってきている空き家について
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は、令和５年度に２件の略式代執行を実施し

たところですが、代執行は義務者に代わって

強制的にその義務を履行するものであり、個

人の権利と町民の安全・安心を確保するため

のバランス、これが非常に難しい手段であり

ます。 

   したがいまして、町といたしましては、所

有者など自らが適切な空き家管理を含めた社

会的責任を果たすことができるよう、粘り強

く説明、交渉を重ね、空き家所有者に寄り添

い、特定空き家はもとより、空き家全体の解

消に向けて支援を含めた適切な空き家対策の

推進を図ってまいります。 

   ３点目の再利用可能と思われる232戸の空

き家を１戸でも多く再利用、有益に活用する

ためにどのような計画、施策を考えているの

か。４点目、民間企業との情報共有を図りな

がら、持ち主の考えを尊重しつつも、空き家

の再利用をどのように促していくのか。関連

いたしますので、併せて申し上げます。 

   先ほど申し上げましたように、再利用可能

と思われる空き家を有効活用するため、空き

家バンクへの登録を受け付けているところで

すが、令和５年度に行った空き家所有者の意

向に関するアンケート結果によりますと、空

き家バンクについて、制度の内容まで知って

いる、制度名は聞いたことはあると答えた方

が約70％いらっしゃるものの、今後登録した

いと答えた方は12.2％にとどまっています。 

   その理由としては、今後使用する予定があ

るという答えが50.0％と最も多く、その他の

理由としては、老朽化のため人が住める状態

ではない、リフォーム費用が相当かかる、ど

うしたいか考えがまとまっていないなどの意

見がございました。このように、空き家を所

有していても、その活用方法に迷っている方

が多く見られます。 

   今年度は、空き家ガイドブックの適正管

理・除却編を発行していますが、これに加え、

除却までには至らない状態の良好な空き家の

利活用に向けた空き家ガイドブック利活用編

の作成を予定しております。これらガイドブ

ックを活用し、空き家バンクへの登録や空き

家の利活用について周知してまいります。 

   また、空き家の有効活用や移住定住促進へ

の活用を図るため、今年度、空き家バンクに

登録された空き家を居住目的として購入し、

改修を行う経費の一部を補助する河北町空き

家利活用支援事業費補助金を新たに創設いた

しました。 

   町内建築事業者と契約し改修する場合には、

補助対象経費の３分の２で上限120万円、町外

の建築業者と契約し改修する場合には、同じ

く上限100万円を補助するものであります。 

   この補助金を活用するには、空き家バンク

に登録された物件であることが条件でありま

すので、現在、空き家バンクへの登録を迷っ

ている所有者が、登録について検討するきっ

かけにもなると考え、広報かほくや町のホー

ムページへの掲載のほか、現在空き家バンク

へ登録している方や空き家バンクでの売買等

契約に関するトラブル防止、空き家の有効活

用のための連携協定を結んでおります山形県

宅地建物取引業協会と全日本不動産協会山形

県本部にも補助金のチラシを送付し、それぞ

れの会員への周知をお願いしております。 

   その他、両団体からは、交渉、売買契約に

関し、仲介役として様々な相談に対し助言等

をいただいております。 

   今後とも制度の周知に努め、空き家バンク

へのより多くの登録につながるよう働きかけ

てまいります。 

   また、土地家屋調査士や司法書士、建築士

等を含む空き家等対策協議会から指導や助言

をいただきながら、空き家所有者が相談しや

すい環境づくりと利活用に向けた支援体制に
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ついて、関係各課連携して対策を講じてまい

ります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ご答弁ありがとうござ

います。 

   町長のご答弁を聞く限りでは、除雪や空き

家の対応に関する取組に関しては、町民に寄

り添った本当にきめ細やかな対応をされてい

るということで理解させていただきました。 

   ただ、改めてちょっと疑問点に思っている

ことも湧きましたので、再質問をさせていた

だきます。 

   まずは、除雪委託に携わる人員確保をどの

ように行うのかで再質問させていただきます。 

   現時点では、確かに確保できる状況である

かとは考えられます。しかしながら、町長の

ご答弁にもございましたが、オペレーターの

高齢化が進んでいることや、除雪機を保有す

ることに伴う維持管理のコストについては課

題が多いものと考えられます。 

   西川町での取組ですが、やはり暖冬の影響

で除雪をする時間が減少したことにより、除

雪を協力いただいている企業の方への影響が

大きくなったということで、今後の除雪委託

の継続が難しい状況になる可能性が考えられ

る状況になったということです。 

   そこで、除雪委託を行っている業者で組織

している建設クラブの方と、年４回ほど意見

交換の場を設けることにより、情報共有を密

にして、除雪を委託している業者の方の経営

状況を考慮しながら、除雪委託で例年どおり

実施できない状況が発生してしまった場合、

本来、次年度の９月以降の秋期に予定されて

いる公共施設や道路整備の工事を４月、５月

の春期に契約して工事を発注。秋期に予定さ

れていた工事の代わりに、町内各地で要望が

出ている公共施設や道路、ほか場所の工事を

発注契約することによって、年間の収益を安

定させ、持続可能な除雪委託を図っている仕

組みを構築しているようです。 

   そのような仕組みを構築することにより、

除雪を委託する業者さんの経営が安定するこ

とで、除雪オペレーターの人材確保にもつな

がっていくと考えますが、このような仕組み

を当町でも構築することは可能なのか、また

は今後の検討課題として取組をすることが可

能なのかを、改めてお伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 おはようございます。 

   奥山議員からの質問にお答えしたいと思い

ます。 

   今、西川町さんの事例などをご紹介いただ

きましたが、やはり町としましても、その市

町村、市町村で状況が違うかと思われます。

そのような西川町さんの取組があるというの

は一応今お聞きして、これからも勉強させて

いただきたいとは思いますが、今後どのよう

になるかというのは、いろいろ内部で検討、

または除雪業者さんとの打合せとか会議の際

にちょっと投げかけてみたいと思いますが、

今のところそういう取組ができるかどうかと

いうのは不明でございますので、検討させて

いただきたいと思っております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。

ぜひほかの市町村での取組も参考にしつつ、

今後の除雪委託に携わる人員の確保を進めて

いただきたいということでお願いいたします。 

   引き続き、除雪オペレーターの人材育成で

再質問をさせていただきます。 

   町長のご答弁でもありました道路除雪促進

事業では、過去に作業員を１名採用、町道除
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雪に従事いただくに当たり、一般社団法人労

働技能講習協会などが主催する特別教育の受

講料やその他除雪に関する講習会等の参加料

については、町で全額負担とのことでした。 

   山形県または北東北、北信越地方の県や市

の行政には多く設定されている支援事業なん

ですが、年齢や一定期間必ず除雪を行うなど

条件は設けられておりますが、協力いただい

ている企業向けのオペレーター養成支援事業

として、オペレーター養成に関する費用の助

成や補助金を交付する制度を設け、オペレー

ター確保を促進することも行われているよう

です。 

   そのことを踏まえ、町独自で除雪で協力い

ただいている企業や個人への除雪オペレータ

ー養成に関わる費用への助成制度や補助金交

付など、除雪オペレーターの担い手確保に向

けた支援制度を設定することは可能なのか、

または今後の検討課題なのか、そのところを

改めてお伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 今、町長の答弁にもあ

りました一般社団法人労働技能講習協会など

が主催する特別教育という制度がございます。

こちらは、初めて道路除雪を行う方ですので、

１回受ければ毎年受けなくてもいいというよ

うな講習になっておりまして、一度受けた方

が２回受けるというのは今のところない制度

でございますので、１回受けてしまえばなか

なかその制度を、講習を受けないため、その

ような要望は今のところないような形になっ

ております。 

   また、町としましても、毎年除雪会議とい

うことで、業者さんのほうに会議を開催して

いるんですけれども、その際には、除雪機械

の運転講習会ということで、こちら秋口に行

っている次第でございます。 

   そのほかの支援事業ということについては、

今のところ業者さんのほうからの要望という

のもございませんので、その辺もいろいろお

聞きしながら、今後どのようなことができる

のか探っていきたいと思っているところでご

ざいます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ご答弁ありがとうござ

います。 

   例えば、オペレーターの助成費用について、

企業側からこういった人を雇うので、かかる

経費がちょっと膨大になるということで、オ

ペレーターの育成費用に関する相談などは寄

せられたことはないのでしょうか。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 私の知っている限りで

は、そのような相談は、まず今のところござ

いませんでした。 

   ただ、やはり除雪機の運転というのは土木

作業の際も重機というのは使いますので、そ

の辺で一応皆さん免許を取っている方が多い

のかなということで考えておるところです。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   ぜひ除雪に関しては、やはり今後雪が降ら

ないというような保証がないし、除雪業者の

方もだんだん高齢化が進んでいる。やはりそ

こで持続可能に除雪ができるような体制を構

築するということが、やはりすごく重要であ

るということは私も認識しております。 

   その点から、ぜひ今後とも持続可能な除雪

体制を組んでいただくことをお願いしたいと

思います。 

   続きまして、空き家の取組状況について再

質問をさせていただきます。 

   私のほうで確認した空き家数については、

今年１月時点での空き家数になります。町長

がご答弁で述べられた空き家数については、
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今年３月末時点の空き家数でありますから、

約２か月で８戸ほどの差異が出ております。 

   内容につきましては、１月時点では、Ａラ

ンクが４戸減、Ｂランクが１戸減、Ｃランク

が４戸減、Ｄランクが１戸減ということで、

８件ということで減少しております。 

   令和５年度末での比較でも、全体で22戸減

少とのことですが、空き家の取組については

当町の問題だけではない、全国の行政での共

通課題と認識しております。 

   全国でも増加傾向にある中、当町の減少傾

向にある要因は何か、分析などされているの

であれば、お伺いしたいのですが、いかがで

しょうか。 

○丹野貞子議長 「日塔空き家対策主幹」 

○日塔俊浩空き家対策主幹 令和４年度から令和

５年度について空き家数が減少した結果につ

いての分析でございますけれども、まず空き

家については全国的に問題となっているとこ

ろでございますけれども、国では空き家等対

策の推進に関する特別措置法というものが、

昨年、一部改正になりますけれども、令和５

年12月に施行したところでございます。 

   その施行に際しまして、テレビのニュース、

報道とかで取り上げることが多かったと。そ

の取り上げられることで、空き家への注目が

高まったのではないかなというふうに思って

おります。 

   さらに、町で継続して行ってきた適正管理

のお願いのチラシなども効果的に働いて、所

有者等自らがその対応に努めたというのが、

空き家の減少になった一因というふうに捉え

ているところでございます。 

   しかしながら、空き家の増加傾向は今後と

も続くというふうに見込まれております。短

期的な対策だけでは解決できない問題と捉え

ておりますので、その対応策についても継続

してまいりたいと考えているところです。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   そうすると、例えば町で行ってきた取組や、

あとはメディアでのニュースなどのものが浸

透してきて、空き家を持っている町民の方の

空き家を何とかしなくちゃならないというと

ころに気持ちが変わっていったことでの、何

か町民の意識が変わったということでの受け

止めでよろしかったですか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 担当している所管そのものは、

何か手前みそ的なことは発言しにくいかと思

いますが、私として、大きな空き家対策問題

について、社会的な機運が高まっているとい

うことはもちろん前提としてありますが、そ

ういう中で、やっぱり専門セクションを置い

たということが大きいかなというふうに思い

ます。 

   国の空き家対策についてのいろんな制度的

な枠組みも、より公共的な部分で関与できや

すいような環境づくりがなされている。そし

てまた、先ほどの答弁で申し上げましたが、

権利関係が非常に難しい。あと、所有者等へ

のアプローチも非常に難儀する。 

   そういう中で、やはり専門的なセクション

を置いて、きめ細かく実務を通していく中で、

法律的な知識も含めて、制度的な知識も含め

て、組織の中に蓄積されているということが

大きいかなというふうに思います。 

   あわせて、そういった様々なアプローチを

する中で、空き家を解消する、あるいは未然

に防ぐ、そういった両面から、どこにどうい

った手だて、支援が機能していくんだろうか、

実効性のある施策となるんだろうかというこ

とも含めて、やはりそこに組織的な対応のノ

ウハウが蓄積され始めていると思います。 

   ただ、これは短期面でそういったことがあ
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りますけれども、やっぱり長期的にはまだま

だ潜在的には増えていく情勢にあると思いま

すので、しっかり取組を強化していく必要が

あるというふうに思っております。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   本当に社会的な機運が高まるという点では、

私も本当に理解させてもらっていますし、ま

た町の取組として専門の方を置いて対応して

いるということも、本当に功を奏しているの

かなということで、私も本当に理解し、評価

させてもらっております。この減少傾向がぜ

ひ続くように、今後も、取組をお願いしたい

と思います。 

   続きまして、別な再質問をさせていただき

ます。空き家について、改めて再質問です。 

   空き家ランクがＡからＤの４段階に分かれ

ております。安心・安全の観点から、特にＣ、

Ｄの管理の行き届いていない空き家を減少さ

せることが大きな課題かと考えております。

当然、所有者の権利も尊重しなければならず、

個人の所有物であることを考えると、非常に

大きな課題と私自身も捉えております。 

   ＡからＢ、ＢからＣ、ＣからＤというふう

に移行しないように適切に対応することが求

められると考えますが、特にＢからＣ、いわ

ゆる特定空き家に移行しないように取り組む

ことが重要ではないかと考えます。 

   改めて、特定空き家に移行しないため、具

体的にどのような取組が行われているのかを

お伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「日塔空き家対策主幹」 

○日塔俊浩空き家対策主幹 ＢからＣと管理不全

空き家に移行しないような手だてとしまして、

町から所有者への働きかけでございますけれ

ども、繰り返しお話しさせていただいており

ますけれども、適正、適切な管理の啓発の周

知ということで、文書なども送らせていただ

いているところでございます。 

   あと、空き家の無料相談窓口なども開かせ

ていただいているということでございます。 

   あと、直接的には、悪くなった、危険にな

った空き家について、危険になりそうな空き

家も含めてですけれども、使わなくなった空

き家も含めてなんですけれども、除却という

ことで、補助金の手だてもさせていただいて

おりますので、そちらを活用していただいて、

個人の財産になりますけれども、周辺環境に

影響のないような形で、皆さん、その財産管

理を行っていただければということで取組を

進めているところでございます。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） その相談窓口の件で、

改めてお伺いいたします。 

   その相談窓口においては、ＢからＣに移行

するような相談というか、今現状、特定空き

家になりそうだと、そのような相談は増えて

おりますでしょうか。 

○丹野貞子議長 「日塔空き家対策主幹」 

○日塔俊浩空き家対策主幹 相談の内容でござい

ますけれども、いろんな相続関係とか、あと

活用したいとか、あと活用の中で売りたい、

貸したい、あと除却したいなどの相談があり

ますけれども、今状態的にそんなに悪くない

んですけれども、今後その使用が見込まれな

いという空き家については、大きくは活用と

いうところでどうにかしようという相談者の

方のご意見が多かったというふうに捉えてい

るところでございます。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 分かりました。ぜひＢ

からＣに移らないような事前の対応、それは

強く図っていただければと思っております。 

   続きまして、改めて空き家の再利用につい

て再質問させていただきます。 

   空き家バンクの制度に関するアンケートで
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は、知っている、聞いたことがあると答えた

方が70％と比較的高い状況にあるものの、実

際に登録したいと答えた方が12.2％と、知っ

ているけれども利用しないと考えているとこ

ろに大きな開きがあり、その理由も確認、対

策を行う旨の町長からのご答弁だったと思い

ます。 

   そこで、改めてお伺いします。今年度の空

き家についての相談は、再利用に関する内容、

例えば令和５年度と比較してどのように変化

しているのか、どのようなものが多いのか、

昨年と比較して内容が同じなのか、それとも

何らかの変化があるのかを、お伺いいたしま

す。 

○丹野貞子議長 お答え願います。 

   「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 空き家の相談内容

ということでございますが、くらし応援課の

ほうで空き家バンクのほうの受付、相談窓口

をしております。 

   先ほど、町長答弁では、空き家バンクに登

録が７件ということでお答え申し上げました

が、町長の答弁調整の段階では７件というこ

とでしたが、今現在、調査が終わりまして、

新たに登録された空き家が１件増えておりま

して、現在は８件ということで空き家バンク

のほう登録されております。 

   空き家バンクにつきましては、やはり空き

家になった段階で、どのように活用したらい

いかということで悩まれている方が大変多い

ということで、そういった方に、空き家を放

置すればすぐに危険な空き家になってしまう

ということを分かっていただきたいというこ

とで、町のほうでも固定資産税の納税通知書

のほうに空き家の利活用についてのチラシを

同封させていただくなど啓発をさせていただ

いているところでございます。 

   今年度、相談ということでございますけれ

ども、空き家バンクへの登録の相談というこ

とで、随時、くらし応援課のほうでは受け付

けさせていただいておりますので、そういっ

た中で、皆さんに空き家の利活用について考

えていただきたいと思っております。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。

内容についてはいかがですか。令和５年度と

今年度に入ってからの変化とか、何かこうい

ったものが多くなったとか、現時点での何か

変わったところとか、もしくは前年度とほぼ

変わりないが件数は増えたということなのか

を再度お伺いします。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 令和５年度と令和

６年度の相談内容に特に大きな違いがあった

かといいますと、内容については特に大きな

違いはないかと思います。例年同じように、

空き家になってしまった住宅の利活用につい

て、どのようにしたらいいかとか、あとは空

き家の登録の仕方、空き家バンクへの登録の

仕方ということでのご相談が多いと考えてお

ります。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 分かりました。大変あ

りがとうございます。 

   空き家については、何度も申し上げている

とおり、当然当町での大きな課題でもありま

すし、これは全国的にも大きな課題でありま

す。 

   ただ、実際の状況としては減少傾向にある

ということで、これは大変町での取組が非常

に功を奏している、また先ほど町長からご答

弁もあったとおり、町民の方に浸透している

と。いろいろ働きかけを行った結果、やっと

芽が出てきたということでの今状況なのかな

というふうに考えております。 

   ぜひ空き家に関しては、このまま減少傾向
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で続けられるようにお願いをして、また取組

もさらに強化をお願いして、私の一般質問と

させていただきます。ありがとうございまし

た。 

○丹野貞子議長 以上で11番奥山英幸議員の一般

質問を終わります。 

   ここで10時10分まで休憩します。 

     休 憩  午前 ９時５４分 

     再 開  午前１０時０８分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、12番吉田芳美議員の一般質問を行い

ます。 

   「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） 12番、通告に従いまし

て一般質問を行います。 

   まず、質問事項の１は、紙ベースの健康保

険被保険者証の廃止で、マイナ保険証への移

行についてお伺い申し上げます。 

   デジタル社会の基盤であるマイナンバーカ

ードについて、国民の利便性向上の観点から、

行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の関係法令に

基づき、12月２日から現行の健康保険証の新

規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする

仕組みに移行されます。 

   河北町議会は、全国の多くの自治体と共に、

マイナンバーカードが広く国民に定着するま

では紙ベース被保険者証の継続を要望しまし

たが、国の制度変更には至っておりません。 

   後期高齢者医療保険の場合、新しい被保険

者証は、令和６年８月１日に交付されました。

令和７年７月まで有効とされています。 

   医療機関は、本年９月までにマイナ受入れ

機器の設置を終えて、基本マイナ保険証での

病院受診となります。高齢者にとっては、長

きにわたって使用してきた紙ベースの被保険

者証がなくなり、マイナ保険証で受診するこ

とへの不安を感じています。 

   ２点質問いたします。 

   １点目は、河北町住民登録者数に対する町

民のマイナンバーカード取得状況について伺

います。 

   ２点目は、マイナンバーカードを持たない

方やマイナンバーカードを健康保険証として

利用する登録がお済みでない方への対応など

について伺います。 

   質問事項の２に入らせていただきます。 

   選挙投票終了時間を１時間繰上げすること

について伺います。 

   公職選挙法により、投票時間は原則午前７

時から午後８時とされていますが、地域の事

情等により、繰上げは可能とされています。

既に県内半数以上の自治体で投票時間の繰上

げが検討されています。 

   具体的には、投票時間を法定の午後８時よ

り１時間前の午後７時に繰り上げる。理由は、

市町村が選任する立会人の負担軽減、職員の

時間外手当の削減に加え、ＩＴ機器の発達と

期日前投票の浸透によって、午後７時以降の

投票率が低いことも挙げられます。これによ

り、開票開始時間も早まります。 

   近隣では、村山市、南陽市、寒河江市、山

辺町も相次いで投票時間終了を１時間繰り上

げ、午前７時から午後７時にすることを決め

ております。 

   今後、山形県の知事選挙、参議院選挙、衆

議院選挙が予定されています。河北町の検討

状況をお伺いいたします。 

   １点質問いたします。 

   投票終了時間を午後８時から１時間繰り上

げ、午後７時とすることについてお伺いいた

します。 

   続きまして、質問事項の３に移らせていた

だきます。 

   河北町産サクランボ高温障害の被害状況に

ついてお伺いいたします。 
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   県全体の収穫量が昨年度の１万3,000トン

に対し、今期は8,700トンと記録的な不作で、

かつてない収穫量の大幅な減少に見舞われま

した。 

   この影響により、ふるさと納税返礼品も、

県のまとめでは、今期発送を予定する35万

3,000件のうち、全体の23.7％に当たる８万

3,600件が未発送とのことです。 

   河北町は、町としてサクランボ生産量日本

一を掲げ、全国からふるさと納税寄附金を頂

戴し、返礼品としての河北町産サクランボに

高評価をいただいています。 

   しかし、７月１日、町のホームページには、

ふるさと納税返礼品に対するおわびとして、

今年は冬期の降雪量が少ないことが影響し、

着果にふぞろいが生じ、６月に入って実が潤

む高温障害発生により、大量の廃棄処分を余

儀なくされました。サクランボを返礼品とし

てご希望された方々に対し、品不足となり発

送ができないとのメッセージでした。 

   また、生産農家の悲鳴は至るところで耳に

し、全国ニュースでも取り上げられました。 

   町の高温障害による被害状況や返礼品への

対応と、そして営農意欲を継続してもらうた

めの県や町の支援策をお伺いいたします。 

   ３点質問いたします。 

   １点目は、令和６年度サクランボ高温障害

等による被害についてお伺いいたします。 

   ２点目は、ふるさと納税の返礼品への影響

と、その対応状況についてお伺いいたします。 

   ３点目は、生産農家の減収に伴う支援策に

ついてお伺いいたします。 

   続きまして、質問事項４に移らせていただ

きます。 

   旧町民プール跡地の住宅整備事業が停滞し

ていることについて伺います。 

   整備に向けて、民間事業者の持つ創造性と

技術力、経験などを生かした公募型プロポー

ザルを実施したが、応募はなかった。この結

果を踏まえて、旧町民プール跡地に新しい住

環境を整備する事業手法として、分譲地の整

備から販売まで行政主導で行うとし、その具

体的な実施方法の検討に着手していくと、５

月30日開催の議員全員協議会において説明が

ありました。 

   ２点質問いたします。 

   １点目は、この５年間、宅地分譲の方針が

多岐にわたり変更され、前に進んでいない実

態がある。このことについて、経過と問題点

をどのように検証されたのか、お伺いいたし

ます。 

   ２点目は、分譲地整備から販売まで行政主

導で行う、そしてその具体的な実施方法の検

討に着手していくとあるが、その中身をお伺

いいたします。 

   再質問を留保し、一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 12番吉田芳美議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 12番吉田芳美議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、紙ベースの国民健康被保険証の廃

止で、マイナ保険証への移行についてお答え

いたします。 

   １点目の河北町住民登録者数に対するマイ

ナンバーカードの取得状況について申し上げ

ます。 

   令和６年、今年７月末現在の状況でござい

ますが、住民登録者数は１万6,869人で、マイ

ナンバーカードの交付枚数は１万3,314枚、交

付率は78．9％となっております。 

   ２点目の後期高齢者医療において、マイナ

ンバーカードを持たない方や、マイナンバー

カードを健康保険証として利用する登録がお

済みでない方への対応について申し上げます。 

   後期高齢者医療被保険者証は、毎年８月１
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日から更新となるため、今年度は７月中に、

後期高齢者医療制度の加入者全員に、令和７

年７月31日までに有効な後期高齢者医療被保

険証を交付しております。 

   既に、マイナンバーの保険証を持っておら

れる方は、マイナ保険証と後期高齢者医療被

保険者証の両方が使えることになります。 

   また、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律等の改

正により、令和６年12月２日から、後期高齢

者医療被保険者証等が廃止となり、新規発行

が終了いたしますが、交付しました後期高齢

者医療費保険証の有効期限である令和７年７

月下旬に、マイナンバーカードを持っていな

い被保険者やマイナンバーカードを健康保険

証として利用する手続をしていない方には、

申請手続をすることなく、令和８年７月31日

までの１年間有効な資格確認書が交付される

ことになり、その資格確認書を医療機関に提

示することによって、これまでどおり医療の

提供を受けることができます。 

   政府においては、現時点において、資格確

認書の廃止の期限は設けていないとしており

ますので、山形県後期高齢者医療広域連合で

は、資格確認書は毎年更新することとなって

おります。 

   なお、マイナンバーカードの申請は任意で

あり、町ではできるだけ多くの方から申請し

ていただくために、河北町べに花の里振興公

社に委託し、ひなの湯で申請受付を行ってお

ります。 

   また、高齢者で役場に来られない方や介護

施設等に入居している方には、要望があれば

申請者が１人であっても職員が出向き、出張

申請受付を昨年度から引き続き行っていると

ころであります。 

   質問事項２につきましては、選挙管理委員

会より、お答え申し上げます。 

   河北町産サクランボ高温障害の被害状況に

ついてお答えいたします。 

   １点目の令和６年度に発生したサクランボ

高温障害などによる被害状況について申し上

げます。 

   県の農林水産部調べによりますと、当初、

着果数が平年よりも少なく、双子果が多いこ

となどから、予想収穫量は平年よりもやや少

ない１万2,100トンと見込んでおりました。５

月下旬から６月上旬に着色が急激に進み、そ

の後、６月中旬にかけて最高気温が30度を上

回る日が連続するなど、過熟果の発生が多く

なり、収穫量は8,700トンと大きく下回る結果

となりました。 

   本町の状況は、ＪＡさがえ西村山の調査で

は、当初、昨年夏の高温の影響による双子果

が多いことなどから、ＪＡの取扱量を平年よ

りやや少ない270トンと見込んでおりました

が、先ほど述べました６月上旬からの高温続

きで収穫期が早まり、収穫が追いつかず、過

熟果等の発生が増加し、133トンと半分以下の

取扱量になりました。 

   産出額につきましても、前年より単価は上

がりましたが、３億6,300万円にとどまり、前

年比で４割弱の産出額となりました。 

   県内主産地の６つのＪＡのサクランボ全体

の取扱量は、昨年度と比べ43％の取扱量とな

り、生産者の中には、高温予想に対応して反

射シートを撤去し、収穫を早め、品質が良好

に終えたところもありますが、面積の多い生

産者などでは収穫が間に合わず、収穫量が減

少する結果となりました。 

   ２点目、ふるさと納税返礼品への影響につ

いて申し上げます。 

   具体的な影響につきましては、令和６年産

のサクランボを希望された寄附件数、寄附額

は、8,293件で３億1,420万3,000円となってお

ります。このうち、未発送の件数は692件で、
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寄附額といたしましては1,643万9,000円分に

相当し、寄附件数の割合で申し上げますと、

サクランボ希望された寄附者の約８％の方に、

サクランボをお届けできない結果となりまし

た。 

   また、一度お届けさせていただいたものの、

潤みなどの傷みがあることなどによるクレー

ム件数242件を頂戴しております。 

   ふるさと納税の返礼品として、河北町産の

サクランボをご希望された多くの方々に対し

まして、楽しみされていたのにお送りするこ

とができなくなってしまったことにつきまし

ては、非常に残念なことであるとともに、申

し訳なく思っております。 

   これら未発送の方やクレームをいただいた

方に対しましては、おわびの文書を送付し、

河北町産のサクランボ以外の果物やお米を代

替品として希望された返礼品をお送りするよ

う対応を取らせていただいております。 

   ３点目の生産農家の減収に伴う支援状況に

ついて申し上げます。 

   サクランボ生産農家にとって、今年は厳し

い経営環境となっております。様々な対策を

取り、どのようにして生産量を上げ、収益を

上げていくか、生産者一人一人が戦略を練り

ながら取り組んでいる状況です。 

   町としましては、１市４町で組織する西村

山地方総合開発推進委員会と西村山地方議長

協議会と共に、これからも見込まれる温暖化

に対応できる品種の改良や晩生品種への転換

誘導、高温対策資材・設備への導入支援を西

村山地方開発重要事業緊急要望書として県に

要望いたしました。 

   また、先月行われた県との意見交換会で示

されたサクランボの高温対策支援について、

来年の収穫に向けて、直射日光を遮る遮光シ

ートや温度上昇を軽減する反射シートの購入、

水の冷却効果で果実やハウス内の温度の上昇

を抑制する散水設備の設置などの支援に、町

も連携して支援することとし、このたびの９

月補正予算に計上させていただいております。 

   さらに、農業経営の継続安定等に必要な運

転資金の融資に対して利子の一部を補給する

農林漁業天災対策資金に取り組むとともに、

今年の夏の対策として、直射日光を適度に遮

り、花芽や果実温の上昇を抑制する遮光シー

トを今年７月から９月までの間で購入し、対

策を実施した農家、実施する農家に対して、

町単独の施策として既決の補助事業の中で支

援しております。 

   そのほかにも、県の高温対策支援として、

対策マニュアルの作成、さくらんぼ高温対策

推進フォーラムの開催、双子果対策実証事業

の実施、品種転換支援として、佐藤錦から晩

生品種等への改植の支援を行うこととしてお

り、併せて県が行うかん水や施肥、消毒など、

サクランボの高温対策栽培技術をＪＡと共に

推進してまいります。 

   今後とも、自然災害への対応といたしまし

て、様々な補助事業の活用のほか、農業経営

収入保険などセーフティネット制度への加入

を促すとともに、災害発生前後の技術対策の

周知などを実施し、県やＪＡと連携して支援

してまいります。 

   次に、旧町民プール跡地の住宅整備につい

てお答えいたします。 

   １点目、住宅整備の経過と検証について申

し上げます。 

   令和３年３月に策定した第８次河北町総合

計画の施策の一つに、人を呼び込む移住支援

として、旧町民プール跡地を活用した子育て

世代を念頭に置いた住環境を整備するための

宅地開発を検討し、若者の地元回帰と転出抑

制を図ることとし、令和３年度より旧町民プ

ール跡地の宅地開発の検討を進めてまいりま

した。 
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   当初の計画では、子育て世帯への支援を考

慮した賃貸住宅を含む事業内容とし、令和４

年度には旧町民プール跡地利用基本調査業務

を実施いたしまして、基本設計や概算事業費

を算出いたしましたが、その結果を踏まえ、

後年度の費用負担の面から、賃貸住宅につい

ては行わないこととし、分譲地整備を行う手

法として、山形県住宅供給公社と協定を結び、

事業を代行してもらう公社立替施行制度の活

用と、民間事業者の持つ創造性、技術力、経

験等を生かした公募型プロポーザル方式につ

いて比較検討を行うこととしたところです。 

   これを受けて、令和６年２月から４月にか

け、プロポーザル公募を実施いたしましたが、

結果的に民間事業者からの申込みはなく、こ

の結果を踏まえ、旧町民プール跡地に新しい

住環境を整備する事業手法として、分譲地の

整備から販売までを行政主導で行うこととい

たしました。 

   現在、その具体的な実施に向けた検討に着

手しているところであり、旧町民プール跡地

の住環境整備については、より実効性のある

事業手法となるよう丁寧に検討を進めている

ところであります。 

   町といたしましては、加速する人口減少に

歯止めをかけるため、若者の地元回帰や町外

への人口流出を防ぎ、町への人の流れをつく

るという第８次総合計画に位置づけられた目

標を達成するため、一貫した考えに立ち、手

順を踏んでいるものであります。 

   ２点目の分譲地整備から販売まで行政主導

で進めるとあるが、その具体的な実施方法の

中身について申し上げます。 

   ５月30日に開催された議員全員協議会の説

明の中で、旧町民プール跡地に新しい住環境

を整備する事業手法として、分譲地の整備か

ら販売まで行政主導で行う方針を説明いたし

ました。 

   行政主導の事業手法の一つとして、山形県

住宅供給公社の公社立替施行制度で行うこと

を検討しております。 

   この手法は、公社がそのノウハウを生かし、

工事発注から引渡し、事業資金の確保、支払

い事務まで一貫して市町村の代行を行う制度

でございます。 

   町と公社が協定を締結した上で分譲地の整

備を行うものであり、この制度を活用する場

合、技術面における専門的な業務が代行され

ることで、良質な品質管理が確保されること、

町が市中銀行から直接借り入れる場合の金利

と比較して低い手数料で分割払いが行えるこ

となどで、財政的な負担の平準化が図れるこ

となどがメリットとして挙げられます。 

   今回の９月補正予算に計上しております地

下埋設物試掘調査の結果を踏まえまして、速

やかに事業に着手できるよう進めてまいりた

いと考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 「須藤選挙管理委員会書記長」 

○須藤俊一選挙管理委員会書記長 質問事項２の

選挙投票終了時刻を１時間繰り上げることに

ついては、選挙管理委員会よりお答えいたし

ます。 

   質問要旨の投票終了時間を午後８時から１

時間繰り上げ、午後７時とすることについて

申し上げます。 

   公職選挙法第40条では、投票所の開閉時間

について「投票所は、午前七時に開き、午後

八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委

員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があ

ると認められる特別の事情のある場合又は選

挙人の投票に支障を来さないと認められる特

別の事情のある場合に限り、投票所を開く時

刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若

しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を

四時間以内の範囲内において繰り上げること
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ができる」と規定されております。 

   現在、町で行われる選挙での選挙当日の投

票時間は、平成９年の改正で、投票所の終了

時刻が午後６時から午後８時に２時間延長さ

れてから、全ての投票所で午前７時から午後

８時までとしております。 

   令和５年４月に執行されました河北町議会

議員選挙の投票状況を見てみますと、投票者

総数9,459人のうち、期日前投票者は3,413人

で、投票者全体の36.1％となっております。 

   また、当日投票者5,974人の時間別投票者数

について速報値による午後７時台の投票者は

108人で、1.8％にとどまっております。 

   本町においても、期日前投票制度が定着し

ていることや、午後７時台の投票者数も少な

い現状である、そういったことから、投票時

間の繰上げについては検討すべき時期と認識

しております。 

   繰上げすることで、長時間の立会いによる

投票立会人の負担軽減、また職員人件費など

の経費削減などが図られ、さらには投票開始

が早められ、開票結果を迅速に公表できるこ

とが見込まれております。 

   選挙管理委員会といたしましては、投票率

の向上が課題となっている現状において、選

挙執行側からの視点だけでなく、選挙人の投

票の機会を確保するという選挙人の視点も十

分踏まえ、慎重に議論を進めている段階でご

ざいます。 

   以上、お答えいたします。 

○丹野貞子議長 答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   まず、最初にマイナンバーカードのほうか

らお伺いいたします。 

   先ほど町長答弁の中では、計算しますと

3,555人の方が河北町ではマイナンバーカー

ドを持っていないというふうなお話だと思い

ます。3,555人。 

   二、三日前の新聞の社説にちょっとこんな

記事がありましたので、ご紹介させていただ

きます。 

   「現行保険証あと３か月」と。これは12月

２日から、保険証が、紙のやつが廃止される

というような内容だと思います。大見出しと

して、「廃止強行は無理がある」と。ちょっ

と記事を読みますと、現行の健康保険証を廃

止し、マイナンバーカードに保険証機能を持

たせたマイナ保険証へ一本化する12月２日ま

で、３か月を切ったと。しかし、移行の前提

となるマイナンバーカード保有の割合は、な

お70％台半ば、マイナ保険証の利用率に至っ

ては、この１年で４ポイント強しか上がらず、

いまだに10％程度にとどまると。政府はそれ

なりに普及に努めたはずなのに、この状況だ

と。12月時点で大半の国民が無理なくマイナ

保険証を使えるようになるのは望み薄いだろ

うと。政府はデジタル社会のパスポートとし

てマイナンバーカードの高い機能、利便性を

アピールする。だが、使い慣れた現行保険証

に国民は何の不便不満も感じていない。だか

ら、マイナ保険証が普及しないのではないか。

にもかかわらず、本来任意のはずのマイナン

バーカード取得を事実上強制することになる

現行保険証の廃止は、やはり乱暴で無理があ

ると、そういうふうな社説でした。私も、あ

る程度考えは分かるなあというふうなことを

ちょっと感じています。 

   ９月に入って、河北町内の民間個人病院に

私、２回ほどお邪魔させてお話をちょっと伺

いました。マイナンバーカードを持って受け

付けされた方、どのくらいいますかと。実際

には１割程度ですと。そして、受け入れる受

診側のほうで選択があるわけなんですが、最
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初の方はなかなか戸惑うと、これは当然のこ

とだと思います。ですから、顔認証でお願い

しているんですと。顔認証でしますか、暗証

番号でしますかというふうな二つがあるんで

すが、大半の方は顔認証でやっていると。マ

スクを取らなくちゃいけないと。 

   そして、例えば車椅子で来られた方は、そ

のリーダーに対して車椅子というのは低い位

置にありますので、なかなか顔認証を取れな

いと、難しいと。 

   そして、ある方はこんなことも言っていま

した。暗証番号と言ったって私何番だか分か

らないと。そして、こんなやつを毎日毎日持

って歩くのだったら、必ず多分いつか落とす

だろうと、紛失するだろうと。そうしたとき

に、あなたのマイナンバーカード12桁、分か

りますかというふうに言われたって、分から

ないと。 

   それで、高齢者の方が困っているというふ

うな内容は、多分医院のほうでもいろんな内

容の対応をしていただいているというふうに

はよく分かるんですが、非常に現場のほうは

やっぱり混乱がするだろうと、そういうふう

な予測はもう十二分に私はできるのかなとい

うふうに思っています。 

   そして、施設にもお伺いして話をお伺いし

ました。ほとんどの方が自分で、何だかんだ

というふうな内容を言える状態ではないと。

中には、車椅子に寝た状態で病院に受診しに

行くというふうな方もいると。そうしたとき

に、当然、顔認証なんかできっこないわけで

すから、目をつぶっているわけですから。意

思表示が全くできない代わりに、施設の方が

付き添って、この方のやつを全部やってあげ

なくちゃいけないと。ということは、非常に

やっぱり施設側のほうの付添いの方も労力が

要ると。あと、病院のほうも非常に大変だと。

そういったところがよく分かりました。 

   そして、高齢者にとってはマイナンバーカ

ードの文字が小さ過ぎる、見えない。 

   そして、昨日私はマイナンバーカード、自

分のやつをよく見たら、一番最初に取ったも

のですから、来年には有効期限が切れますよ

というふうな内容に気づきました。そして、

自分が受診したときに、お医者さんから１割

取られる、２割取られる、３割取られるとい

うやつが、紙の健康保険証でしたらちゃんと

明記されているんですが、マイナンバーカー

ドでは分からないと。ですから、診察を受け

て、診察ポイントのレシートが出てきたとき

に、２割だったか１割だったかというふうな

内容もなかなかやっぱり定かでないと。 

   そして、不手際があったときには10割を出

さなくちゃいけないというふうな問題も当然

出てくる。そういったことを町民は必ずやっ

ぱり経験するような状況に私は一定あるのか

なというふうには思っています。 

   先ほど町長答弁の中に、マイナンバーカー

ドを登録しない方は資格制度確認書というふ

うな内容を3，555人の方にお送りしますよと、

その保険証を持って受診しなさいよというや

つは一応分かりました。ただ、３通りの方法

でお医者さんを受診するというふうな内容に

は、やはり混乱が初期の段階で当然発生する

のかなというふうには思った次第です。 

   担当課長のほうも、なかなか答弁書をまと

め上げていただいたというふうには理解する

んですが、やっぱり国の政策なので、なかな

か地方の自治体がこうだああだというふうな

内容もやはり言えないかもしれませんが、や

はり河北町の町内の医師会の方々と、あと施

設の方々と、全てそういった問題が今後来る

であろうというふうなことを予知していただ

いて、対応をお願いしたいと。 

   その辺のところの取組状況について、今の

段階、今後について、この２つ、ちょっとお
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聞きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 お答えします。 

   議員おっしゃるとおり、私もそのように感

じているところでございます。 

   12月２日以降、新しい国民健康保険証が廃

止になりまして、その代わりに資格確認書と

いうものが発行されますので、それを持って

いきますと、今まで同様、紙の保険証と同様

に使えるようになっておるところでございま

す。 

   町長答弁にもありましたように、後期高齢

者の被保険者証につきましては、１年間の更

新になっていますので、今送られている被保

険者証は来年の７月いっぱいで切れますので、

来年の８月からはマイナンバーカードをお持

ちでない方、あとひもづけをされていない方

につきましては、資格確認書というものがお

送りされます。２年後になっても持っていな

ければ、また資格確認書というものがお送り

されます。３年後になってもまだマイナンバ

ーカード等を持っていなければ、資格確認書

というのがお送りされますので、被保険者証

はなくなるのでありますが、その資格確認書

を持って今までどおり受診できることになり

ます。 

   ただし、マイナンバーカードを持っていて、

今、保険証とひもづけしている、いわゆるマ

イナ保険証を今お持ちの方につきましては、

現在のところはマイナ保険証もしくは紙の保

険証で受診することになるのですが、来年以

降はマイナ保険証で受診することになるので

すが、最近の情報でありますと、現在、マイ

ナ保険証の利用登録をしている方についても、

今年の10月以降からマイナ保険証の利用の解

除をできる申請ができるというような話もご

ざいます。 

   あと、２点目の施設のほうについてでござ

いますが、やっぱり町長答弁にもありました

ように、マイナ保険証は強制ではなく、自分

が作りたいと思った方が申請できるものであ

りますので、施設についても、うちのほうで

事務の方に連絡を差し上げまして、入居者の

方でもし作りたい方がいれば、うちのほうで

訪問して写真を撮って申請しますということ

でご案内をしているところでございます。 

   参考までに、今年度に入ってからロジェさ

んで２名、あとはみやま荘さんのほうに訪問

して55人の方から申請をいただいたところで

ございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） 町民の方から聞かれた

のですが、マイナンバーカードを紛失した場

合、河北町役場の税務町民課に行けば再発行

してくれるんですかと。そして、再発行して

くれるまでの期間はどうすればいいんですか。

医者に行くなというんですか、それとも代わ

りに即効性のある証明書みたいなやつを発行

してくれるんですかと。そして、そこにお金

はかかるんですかと。この質問に対してお答

えください。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 マイナンバーカードを

紛失されますと、まず紛失されたということ

を警察に届けてもらわなければなりません。

その後に町のほうに来てもらって、その再交

付の手続をすることになります。 

   その期間中は、手続については…… 

○丹野貞子議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前１０時４８分 

     再 開  午前１０時５０分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 マイナンバーカードを

紛失した場合につきましては、今までお持ち
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の健康保険証を持って受診することになりま

す。ですので、落とした場合は警察のほうに

紛失届をして、町のほうで再交付の手続をす

るということになります。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） 分かりました。まず、

警察に行って届出をしてくださいよと、そう

いうことですか。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 申し訳ございません。

あと、時間と費用でございました。 

   大体、再交付するには２週間ほどかかりま

す。それで、再交付の場合は1,000円という手

数料がかかりますので、その間は被保険者証

で受診してもらうことになります。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ２週間かかると。その

間、受診するときには、全額負担で受診しろ

ということなんですか。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 その間は、今までどお

り、普通であれば３割負担で受診することが

できます。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） いろいろ多分問題もあ

るのかなというふうなことが出てくると思い

ます。そして、町民のほうからも多分いろん

な内容で問合せが行政に入るのかなというふ

うに思います。やはりＱ＆Ａの問答集みたい

なやつをきちんと作っていただいて、行政の

ほうで、昨日はこう言ったけれども今日はこ

う言ったというふうにならないように、やっ

ぱり対応をしっかりお願いしたいと。 

   やはり高齢化率がもう39.何がしというふ

うな内容で、10人に４人はやっぱりもう後期

高齢者に差しかかっているということを考え

れば、分かりやすいような形で、そして分か

っていても今度は物忘れするというふうな方

もたくさんいらっしゃいますので、その辺の

ところを含んでいただいて、よろしくお願い

したいと思います。 

   続きまして、サクランボのほうに入らせて

いただきます。 

   本当に被害の大きさに、私自身先ほどの数

字を聞いてびっくりいたしました。昨年度と

比較して約43％ぐらい落ちたと。本当に農家

の方は大変な思いをされたのかなというふう

に思っています。 

   あと、ふるさと納税でサクランボに寄附さ

れた件数が8,293件、これが予定どおり出荷さ

れれば３億1,420万円というふうな先ほどの

答弁でしたが、全て発送はできなかったと。

でも、未発送が692件に頑張って抑えられたと。

そして、その被害額が1,643万円というふうな

内容で、約８％の方には、申し訳ないけれど

も河北町産のサクランボをお届けすることが

できなかったというふうな実態を教えていた

だきました。 

   そして、この中に、サクランボを送ったけ

れども、242件のクレームがあったと。送って

もらったサクランボがうんでいたと。これに

対する対応として、町産の果物とか、お米と

か、そういったもので対応するというような

先ほどの町長答弁でしたが、その辺のところ

の状況について、クレーム242件の中身、また

農家の苦悩とか、そういったことがあれば、

所管の課長のほうから、ちょっとお伺いした

いと思います。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 12番議員の質疑にお答

え申し上げます。 

   まず、クレームの内容につきましては、町

長答弁でもございましたように、潤みがひど

いというクレームがほとんどでございます。

これまでですと、本町におきましては、サク
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ランボの返礼品といたしましては、佐藤錦、

紅秀峰、この２品種でございます。例年です

と、佐藤錦の潤みがひどい場合、返礼品でき

ない場合には、代替品といたしまして次の紅

秀峰で対応したりというふうにこれまでして

きたところでございますが、今回、紅秀峰の

時期も非常に早い収穫となりまして、既にサ

クランボ自体、送れる代替品がないというこ

とで、返礼品の事業者さんと協議いたしまし

て、代替品といたしましては、川中島の桃、

シャインマスカット、ラ・フランス、それか

らリンゴ、さらには令和７年度産のサクラン

ボを送っていただきたいということで、ご希

望なされる方に対しましては、希望どおりの

代替品を準備させていただいたということで

ございます。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。本当に自然災害というふうな内容で、担

当された方はご苦労なさったかなというふう

に思います。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

   また、さくらんぼ部会に加入している方々

には、そのシート代を少し助成するというふ

うなお話もお伺いしています。 

   さくらんぼ部会に入られていない河北町の

サクランボ農家さんというのは、どのくらい

の割合になっているか、もし分かれば教えて

いただきたいです。分からなかったら、後ほ

どで結構です。 

   私が何軒か農家さんを歩いたときに、私の

うちでは、ここ２間ぐらいしかないんだと、

10本ぐらいしかないんだと。だから、さくら

んぼ部会に年会費を収めて払っていないんだ

と、だからシートの助成はもらえないんだと。

そういうふうな認識の方が何人かいらっしゃ

いました。 

   多分、多くの方は部会のほうに入られて、

様々なサクランボの対策について勉強もされ

ている方々だと思うんですが、やっぱり河北

町全体で考えれば、多くのサクランボ農家さ

んの末端まで、そういった対策が横展開でき

るような形を私は望みたいと思いますので、

後ほど分かればちょっと教えていただければ

と思います。答弁はいいです。後ほどで結構

です。 

   続きまして、選挙のほうについて触れさせ

ていただきます。 

   先ほど、選挙管理委員会のほうの答弁では、

検討すべき時期と認識している、慎重に議論

をしていると。私は、次の県知事選挙から、

やってみることができないのかなというふう

にちょっと思っているものです。多くの自治

体は、県知事選からやるよと、そんな話も聞

こえてきますので、その議論の中身について

教えていただければお願いいたします。 

○丹野貞子議長 「須藤選挙管理委員会書記長」 

○須藤俊一選挙管理委員会書記長 昨年度におき

ましては、選挙管理委員会のほうの事務とい

たしましては、まず県の議会議員選挙に始ま

りまして、町議会議員選挙、さらには昨年度

中は町議会議員選挙に関わる、当然これにつ

いての事案などもありまして、それに関わる

いろいろ手続等を踏まえて、最終的には今年

１月に迎えるまでの間、いろいろと業務を委

員会のほうでたくさんやらさせていただいた

ところでございます。 

   実質的には、そうした経過の中で、昨年12

月に新しい現状の選挙管理委員会の組織も立

ち上げた中で、その辺から、この今話し合っ

ている投票時間の繰上げというものを、本格

的にお話合いをさせていただいたような経緯

でございます。 

   議員お話しのとおり、県内各所で繰上げと

いう部分での動きがあるという認識は、その

当初から、今の新体制の当初から、お話を課
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題として捉えて精査させていただいておると

ころです。 

   例年、３か月に１回、定例の委員会という

ものを実施した中で、その都度協議、その事

案についてお話などもさせていただいており

まして、大方、今後の方向性については、選

挙管理委員皆さんのご意見というものをまと

めて、方向としてはまとまっているところで

ございます。 

   今後、さらなる委員会を開催した中で、で

きるだけ早く、そういった議員の方々への報

告、あるいは町民、有権者への公表といいま

すか、そういった周知も含めながら、できる

だけ早い段階で、そういった決断の方向性を

委員会として、発するというような状況に今

至っているところでございます。 

   この場で、いつからという部分は、なかな

か申し上げられない今の実情ではございます

けれども、その辺、今後の選挙を織り込みな

がら、我々としても迅速な対応を進めていき

たいという考え方でいるというところです。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ありがとうございます。

ぜひ早急に決定を下していただければという

ふうに思っております。 

   先日の新聞に、山辺町も１時間以上繰り上

げますよというふうな話がありました。そし

て、河北町は選挙投票所が15か所、山辺町は

12か所、そのうちの３か所は、さらに１時間

繰り上げて６時に終了するというふうな記事

も見ました。これは山間地だと。山間地のと

ころは６時終了にすると。それで、どんなと

ころなのかなというふうな内容で、山辺町の

ほうの投票所３か所をある程度見てみました。

やはり山辺町と朝日町の山を越す中山間地と

いうふうな内容で、投票用紙を移動するのに

約30分近くやっぱりかかるような距離という

ことが背景にあるのかなというふうに思った

次第です。また、投票の用紙もそんなに多く

ないと。 

   河北町の場合は、もう平場な土地であり、

５分、10分ぐらいで全て15の選挙区から集ま

るということが可能な町であり、やはりもっ

ともっとスピーディーに、そして職員の働き

方改革につながるように、夜の12時まで作業

をやって、次の朝８時からまた仕事をすると

なっちゃうと、非常にやっぱりご負担が私は

かかるのかなと思います。 

   私も選挙立会人を何回かさせていただきま

した。そのときには、12時を過ぎたというふ

うな刻限もございました。本当にやっぱりこ

れはつらいものです。当然、職員の皆さんも

かなり頑張ってらっしゃって、帰るに帰れな

いというふうな内容かと思いますので、きち

んとどんどんと開票のスピーディーさという

やつも増していますので、一歩一歩前のほう

に進めていけるような選挙体制にぜひお願い

したいと思います。 

   町民の方も、36％近くが不在者投票をなさ

っているという内容で、当日投票というのは

5,000何がしということで、相当数、不在者投

票の率が高いということも今回教えていただ

きましたので、その辺も含めてよろしくお願

いしたいと思います。 

   最後の質問に移ります。 

   プール跡地の問題について触れさせていた

だきます。時間のほうも押し迫っていますの

で、簡単にちょっと申し上げます。 

   今回、７月25日、26日の山形県を襲った大

変な豪雨災害と、今回、河北町のほうは比較

的、被害というやつは一応なかったのですが、

やはり最上川下流域のほうの最上地域、あと

酒田地域、大変なやっぱり私は内容だと思い

ました。集落全体がのみ込まれちゃったと。 

   そういうふうなことを考えたときに、これ

までなかったような災害が、今後やはり起こ
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り得るであろうというふうなやはりまちづく

りというやつを、私はやっていかなくちゃい

けないのかなというふうに思っています。 

   そこで、まず最初の質問なんですが、旧プ

ール跡地は、ハザードマップ上では、やはり

浸水区域になっています。ですから、浸水区

域に人を呼び込む住宅地を建設するというふ

うな内容は、よほどその造成関係がきちんと

した内容でないと私は駄目なのかなというふ

うに思っています。 

   あの辺一帯は、多分標高87メーター程度か

なと思っています。体育館辺りは92メーター

近くというふうな内容で、結構やっぱり傾斜

地がずっと続いているというような内容もあ

りますので、国道と同等以上の造成を含めて

検討されているのかなと。そういった浸水対

策について、まずどのようなお考えなのか、

ちょっとお聞かせください。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 旧プール跡地の浸

水対策についてということでございますが、

町の防災計画に基づいた対策ということで考

えております。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） 住宅を造るというのは、

やはり一生に一度の大変な仕事だと、そして

お金もたくさんかかると。 

   そして、先ほどの答弁にあったように、あ

のプール跡地に、ふるさと回帰、若者をそこ

に定着させようというふうな趣が一番あると。

そして、河北町の人口増加に転じていただけ

るような施策だと。そういったことを考えた

ときに、やはり安全ですよと、それをしっか

りやっぱり結びつけるためには、ＰＲ効果が

あるような、やっぱり宅地造成にやっていた

だけないと私は駄目なのかなと思います。 

   そして、町のお金を投資するというふうな

形になります。そのお金がどれほどかかるの

かというふうな内容を、やはり我々議員、も

しくは全町民に対してＰＲしていただかない

と、私は困ると。 

   20戸なのか、30戸なのか。そして、隣接す

る田んぼ、1,700平米でしたか。そこを購入す

る時期は、可否決定はいつするんだと。そし

て、住宅供給公社にどの辺の仕事までを依頼

するんだと。その内容について、簡単にご答

弁ください。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 旧町民プール跡地

の隣接する農地を入れるかどうかというとこ

ろでございますが、今後、来年度の当初に向

けて、現在、地下埋設物の試掘調査などを予

定しておるところでございますが、そういっ

た調査の内容も踏まえまして、今後、事業開

始時期に向けまして決定していきたいと考え

ております。 

   あと、住宅供給公社のほうに、どの程度の

ことをお願いするかということでございます

が、現在考えておりますのは宅地の整備、住

宅供給公社のほうにお願いするとすれば、そ

ういったところをお願いしたいと思っており

ます。 

   販売につきましては、今後、町のほうに販

売するような業者もおりますので、そういっ

たところを活用するのか、というところも含

めて、そういった検討をさせていただきたい

と思っているところでございます。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） 住宅供給公社、寒河江

工業団地のほうの向こうのほうも一応やって

いましたので、いろいろちょっと見てもきま

した。 

   やはり、造成だけなのかなと。そこに、250

平米ぐらいの、75坪ぐらいの土地を区割りし

て、そしてそこの土地を販売しますよと。そ

して、販売するときには坪６万円ぐらいで売
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れるような単価でないとなかなか買ってくれ

ないんですよねと。それは、誰がするんです

かと。そして、そこに呼び込みする、入って

もらう入居者については、やはり町内の移動

ではなく、町外からそこに人が入ってくるよ

うなやつ。そして、東京のほうから戻って来

れるような方を念頭に置いてやはりやってい

ただけるような住宅政策が私は望ましいのか

なというふうに思います。 

   今、いろんな建築業者さんに聞きますと、

戸建ての住宅建設は、今後少し減るだろうと。

何でとなったときに、人件費、材料費、皆上

がっていると。そして、家を建てるときに銀

行からお金を借りる金利もやっぱり高くなっ

てくると。そういうふうなことが出ています

ので、十分その辺も配慮していただいて、す

ばらしいまちづくりにつながるように、所管

の方、また執行部の方には目を光らせていた

だいて、有効な土地にしていただければとい

うふうに思っております。 

   以上で終わります。 

○丹野貞子議長 以上で12番吉田芳美議員の一般

質問を終わります。 

   ここで、11時25分まで休憩します。 

     休 憩  午前１１時１１分 

     再 開  午前１１時２４分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   次に、９番鈴木英友議員の一般質問を行い

ます。 

   「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） それでは、私のほうか

ら一般質問をさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

   質問事項１、河北町児童動物園改修事業と

関連した動物のための環境整備について伺い

ます。 

   河北町児童動物園のリノベーションに係る

基本方針として、町は３つを挙げ、来年４月

のリニューアルオープンに向けて改修工事が

行われています。 

   １つ目は、既存の施設を生かしながら新庁

舎と一体となり、多くの人に親しまれ、にぎ

わう動物園、２つ目には、バリアフリーやユ

ニバーサルデザインに配慮した来園者に優し

い動物園、そして３つ目には、動物に優しく

良好な飼育ができる動物園としております。 

   次の点についてお伺いします。 

   質問要旨１、動物のための設備の改修や環

境整備は計画されているのか伺います。 

   改修事業の概要として、触れ合い施設の整

備、触れ合い広場の整備、遊具・公園施設の

再整備、バリアフリー化、児童動物園のブラ

ンディングを挙げています。 

   具体的内容については、実施設計の段階で

説明を受けておりますけれども、何がどう変

わるのか、どこをどうするのか、町民の一人

として工事の進捗を見守っているところであ

ります。 

   工事中の動物園に、先日行ってみました。

工事中だから余計に感じたのかもしれません

が、動物園の基本は、私は自然だと思ってい

ます。リニューアル後は、来園者に優しい動

物になることは想像できますが、人に優しい

だけでなく、おりの中や、放鳥舎内の動物た

ちにこそ優しく自然らしい環境が必要だと思

います。 

   基本方針にもあるとおり、動物に優しく良

好な飼育ができる動物園であるためにも、動

物たちのそばに緑や土や水を増やすことはで

きないか。おり、放鳥舎の景観、美化、環境

整備について、どう計画されているのか伺い

たいと思います。 

   町民の自慢でもあり、町内外から注目され

ている県内唯一の動物園。誰もが来年４月の

リニューアルオープンを楽しみにしています。 
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   続いて、質問事項２、ドッグランの新設に

ついてお伺いします。 

   現在、町内では大変多くの方が犬を飼われ

ています。大型犬から小型犬まで、家族の一

員として人間社会に溶け込んでいます。 

   河北中央公園では、朝夕ジョギングをされ

ている方々や、飼い犬を連れて散歩されてい

る方々を多く見かけます。ほかにも、町なか

や地区公園、堤防や農道でもよく見かけます。 

   町内の飼い犬の登録数は、2020年３月末、

令和元年度末ですけれども、678匹。翌年、2021

年３月末、令和２年度末では630匹、2022年３

月末、令和３年度末には667匹、2023年３月末、

令和４年度末では648匹、そして2024年３月末、

令和５年度末では656匹ということで、大体

660匹から670匹で推移しております。 

   その年度末の人口、世帯数で見ると、おお

よそ令和元年度は27人に１人、９世帯に１世

帯、令和２年度は26人に１人、９世帯に１世

帯、令和３年度は26人に１人、９世帯に１世

帯、令和４年度は27人に１人、10世帯に１世

帯、令和５年度は26人に１人、10世帯に１世

帯ということで、ほぼ同様な推移をしており

ます。もちろん１世帯で数匹、複数匹を飼わ

れている方もいらっしゃいます。 

   このような現状を鑑み、次の点について町

長の考えを伺います。 

   質問要旨１、ドッグランの設置は、新しい

まちづくり、住みよいまちづくりにおいても

意義のあることだと思いますが、その必要性

をどう考えているのか伺います。 

   前述のとおり、歩道や公園で犬を連れて散

歩している人が本当に多くなりました。犬が

日常生活の中に溶け込んでいるのは自然です

が、ドッグランは事故やトラブル防止をする

ことでも安全性、快適性を確保するとともに、

人と犬が互いに気持ちよく利用できる空間、

犬を通じて人が集まり、コミュニティーやに

ぎわいのある空間が形成される魅力がありま

す。ドッグランの設置について、町長の考え

をお聞かせください。 

   質問要旨２、ドッグランの設置に向けて、

調査検討を進める考えはないか伺います。 

   寒河江市にある最上川ふるさと総合公園内

にドッグランが設置されています。ここ５年

間の利用者数は、令和１年度は２万1,000人、

令和２年度は１万5,262人、令和３年度は１万

823人、令和４年度は１万2,596人、令和５年

度は１万3,068人でした。コロナ禍では若干落

ちましたけれども、また復活傾向にあります。 

   利用者属性では、令和５年度の利用者登録

数で2,581件、内訳は県内が2,321件で89.9％、

県外が260件で10.1％です。県内2,321件の内

容、内訳は、山形市が840件で36.2％、山形市

以外の東南村山では470件の20.2％、寒河江市

が323件で13.9％、寒河江市以外の西村山では

159件の6.9％、北村山が286件で12.3％、その

ほか最上のほうでは59件で2.5％、置賜が68

件の2.9％、西置賜が37件の1.6％、庄内が79

点の3.4％というふうに、県内全体から寒河江

市の運動公園、ドッグランを利用する方が見

えていると言っても過言ではありません。 

   寒河江市以外の西村山159件のうち、河北町

の登録者数、ドッグランの使用を登録する必

要があるんですが、登録者数は96件で、河北

町の飼い犬の約７匹に１匹は登録をしている

ことになります。 

   河北町には児童動物園があります。町制施

行70周年記念事業としてリノベーションが行

われています。新しく生まれ変わり、多くの

来園者が期待されます。 

   ドッグランの設置は、動物園と共に、町の

にぎわいづくり、イメージアップ、魅力発信

にもなり、交流人口の増加にもつながってい

きます。ドッグランの設置について、具体的

に調査検討を進めたらどうでしょうか。 
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   以上、再質問を留保し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ９番鈴木英友議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ９番鈴木英友議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、河北町児童動物園改修事業と関連

した動物のための環境整備等についてお答え

いたします。 

   質問要旨、動物のための設備の改修や環境

整備は計画されているのか、この点について

申し上げます。 

   現在、施工しております児童動物園の改修

工事におきましては、来園者に配慮した建物

のバリアフリー化や、おむつ交換が可能な多

目的トイレの設置のほか、救護された鳥獣類

等のけがを措置する救護措置室を新たに設け

るとともに、既存の放鳥舎を水鳥が広々と遊

べるように池を拡大したり、鳥が休憩するた

めの木が古くなっていることから、鳥の止ま

り木の新規植栽を行うなど、飼育する鳥類に

ストレスや負担がかからないような工夫を行

う予定であります。 

   また、今年度の児童動物園の改修工事とい

たしまして、猿おりのバックヤードを一部拡

大する整備も現在進めております。 

   今後につきましては、動物園の北側にある

鳥おりや獣おりについても、おりの状況を確

認しながら、鳥獣類がストレスなく過ごせる

ような改修について、順次必要な改修を行っ

てまいりたいと考えております。 

   次に、ドッグランの新設についてお答えい

たします。 

   １点目のドッグランの設置は美しいまちづ

くり、住みよいまちづくりにおいて意義のあ

ることだと思うが、その必要性をどう考えて

いるかについて申し上げます。 

   ドッグランの設置につきましては、ペット

を飼う住民にとって、安心して犬を遊ばせる

ことができる場を提供し、住民間のコミュニ

ティー形成を促進するという意義があると捉

えております。 

   また、広い意味でのレクリエーションの環

境づくりとして、町の魅力向上にも寄与する

と思われます。 

   一方で、ドッグランの設置に当たっては、

騒音や衛生管理の問題が指摘されることがあ

り、特に近隣住民にとっては懸念材料となる

ことがございます。また、整備費用や管理な

ど運営面でも課題があると考えております。 

   こういう点を踏まえながら、適切な場所の

選定も含め、検討すべき課題と考えておりま

す。 

   ２点目のドッグランの設置に向けて調査検

討を進める考えはないか、この点について申

し上げます。 

   昨年の９月議会の議員の一般質問でも、ド

ッグラン整備について質疑をいただきました。

ペットを飼う住民の増加や、中央公園の利用

状況を見ましても、ドッグランは有益な施設

となり得ると認識しておりますが、町の施設

としてドッグランを設置する上では、運営面

の課題だけでなく、町の魅力づくりの観点も

含め、諸課題を整理しながら検討する必要が

あると考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） どうもご答弁ありがと

うございました。 

   それでは、再質問に入らせていただきます。 

   初めに、動物園関係ですけれども、救護さ

れた鳥獣類のけがを処置する救護用施設を新

たに設けることや、既存の放鳥舎の池を拡大

したり、止まり木の新規植栽をすることとい
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うのは、今答弁の中で明言いただきましたけ

れども、ほかの動物たちのおりの中について

はどうでしょうか。現状は、コンクリートの

中で飼われているような気がします。それぞ

れのおりの中に、土や草木や水は必要不可欠

です。 

   答弁では、鳥獣類がストレスなく過ごせる

よう順次必要な改修を行っていくと考えてい

るとありましたけれども、順次ではなく、ま

ず動物たちの環境整備をやってほしいと思い

ますが、この点についてどうでしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 ９番議員の質疑にお答

えいたします。 

   現在、飼育されている動物におきましては、

放鳥舎、それから馬、現在、羊、ヤギはおり

ませんけれども、馬のおり、それから猿、そ

れから鳥類のおりということでございます。 

   放鳥舎におきましては、今回の整備の中で、

池、それから樹木といった整備、改修をして

いくという方向でございます。 

   猿につきましては、現在バックヤードの改

修も行わせていただいておるところでありま

す。猿におきましては、床がコンクリートと

いうことではございますが、飼育環境におき

ましても、土等ではふんの処理、そういった

もので非常に困難を来すという観点から、現

在は樹木を置いて、さらにはコンクリートで

流せる、しかもそれを排水に直接流せるとい

うようなおりとさせていただいているところ

でございます。 

   今後におきましては、現在のところ整備計

画は持っておりませんが、八木山動物園、さ

らには昨年から学芸員を配置いたしておりま

す、そうしたところの飼育環境等を踏まえま

して、順次改修等を行ってまいればと思って

おるところであります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 今回、リノベーション

に当たりましては、冒頭で申し上げましたけ

れども、触れ合い施設の整備、触れ合い広場

の整備、遊具・公園施設の再整備というふう

なことを挙げているんですけれども、いずれ

も来園者のための施設の整備がやっぱり主立

ったものであって、肝腎要の動物のための整

備という部分が、ちょっと私としては抜けて

いるのかなという感じを最近になって強く感

じるところなんですね。 

   今、課長のほうから、順次していくという

話なんですけれども、やはりせっかく環境を

整備するわけなんですから、新しく生まれ変

わるわけですから、その辺はやっぱり早急に

周りの動物園としての施設を整備するのと並

行して、おりの中の環境整備にも努めていた

だきたいというふうに考えますが、よろしい

でしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 質問事項にございまし

た、３つ目の動物に優しく良好な飼育ができ

る動物園ということでは、動物たちのみなら

ず、飼育員の飼育する環境ということで、動

物に対する飼育の管理をする環境も整えると

いう意味合いもございます。そうしたことを

踏まえて、良好な飼育環境ということで、３

つ目の基本方針に入れさせていただいたとこ

ろであります。 

   これにつきましては、ワークショップを開

催しまして、現地を視察いただいた上で、委

員の皆様からご意見を賜ったものと認識いた

しております。 

   先ほど来申し上げていますが、おりの中の

環境整備につきましては、先ほど申し上げた

とおり、今後、他動物園、それから学芸員の

意見等を踏まえまして、順次行ってまいりた

いというふうに思っておるところであります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 
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○９番（鈴木英友議員） 今回の動物園のリニュ

ーアルに当たりましては、ワークショップを

開いたり、いろいろな意見を聞いた上での計

画推進というのは、十分それは理解するつも

りであります。 

   それは理解する上で、あえてまた質問させ

てもらいますけれども、県内唯一の児童動物

園として、今言いましたように施設の運営、

維持に努力されていることは理解しますが、

この動物園のリニューアルを機に、動物を増

やす考えというのはありませんか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 新たに動物を増やすと

いうことでは、現在のところ、70周年記念の

事業の一つといたしまして、オニオオハシの

購入、それから今年度中ではございますが、

この70周年記念を機に、八木山動物園、それ

から盛岡動物園のほうから、70周年記念とい

うことでフクロウ、タヌキ、それからオシド

リを寄贈いただく予定となっております。 

   新たに購入するということでは、今年度に

つきましては、オニオオハシのみと考えてお

るところであります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 今、今年度中の話があ

りまして、八木山動物園とか、ほかの動物園

からも、フクロウやタヌキやオシドリも寄附

してもらうということを今私も初めて聞いて、

大変いいことだなと。まさにリニューアルに

ふさわしいことをいろいろと交渉してやって

くださっているなと思いました。感謝申し上

げますので、ぜひ実現してほしいと思います。 

   そこで、言わせていただければ、例えば最

近は河北町内でもイノシシとか熊とか鹿とか、

大分鳥獣害が増えていまして、捕獲、駆除さ

れているケースも増えていると報告を受けて

おります。 

   例えば、動物園として、熊とか、もちろん

小熊なんでしょうけれども、そういうのを受

け入れたり、対応というのはできないものか

どうか。いろんな縛りとか、条例というのが

あったと思うんですけれども、その辺は全く

できないものなんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   熊につきましては、現在、本町の動物園で

は飼育できる基準のおりがないということで、

飼育ができない状況でございます。 

   県から寄贈いただいているおり、救護用の

おりもございますが、これも基準を満たして

いないということで、熊の救護は現在のとこ

ろ困難であるというふうに認識いたしており

ます。 

   いろいろメディア等でも熊の捕獲といいま

すか、そういったところも取り上げられて、

県のほうからもいろいろとご相談をいただい

ている状況ではございます。ただ、現状では、

本町の動物園としては救護もできない状況で

あります。 

   救護の基本的な考えといたしましては、や

はり救護したものについては、その場に回復

しましたら放獣するというのが義務づけられ

ております。 

   ただし、これまで飼育して、数年前に亡く

なった熊につきましては、幼獣から人と同じ

ような育て方をしてきたということもござい

まして、成獣になるときに本町の動物園に寄

贈していただいたという経緯がございます。

そういった動物に関しましては、放獣できな

い、子供なものですから放獣したとしても生

きていけないということもございまして、当

時の基準に合ったおりで飼育もできるという

環境が整っておりましたので、本町でも約二

十数年ほど、米沢の救護所から寄贈いただい

た熊を飼育してきたということでございます。 

   非常に残念ではございますが、現在のとこ
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ろは熊の飼育はできないというような状況で

ございます。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 課長のほうから大変分

かりやすく丁寧に説明いただいたんですけれ

ども、私の私見としましては、やっぱり前に、

今おっしゃったように、たしか熊がいました

ね。ちょうど熊が死んだのが、この新庁舎が

できるタイミングだったような記憶をしてい

るんです。何となくそこでいくと、寂しいな

というような気持ちがあるもんですから、も

しそういう環境が整えば、やはり先ほど言っ

た、ほかのフクロウとかタヌキとかオシドリ

と同じように、動物園のほうで何とか復活さ

せていただきたいというふうに思っているの

で、よろしくお願いいたします。 

   あと、もう一つ、今言ったんですけれども、

これも全く私の個人的なあれで、全く今まで

の計画に入っていないことなんですけれども、

動物園が新しくなるということで、期待感を

込めての話なんですが、例えば子供や女性に

人気のあるアルパカなんかがいると、かなり

動物園としての来園者も増えるし、町のにぎ

わいにもつながるんじゃないかと思うんです

けれども、アルパカなんか呼べないものなの

でしょうか。 

○丹野貞子議長 議長から申し上げます。 

   ９番鈴木英友議員の一般質問の途中ですが、

ここで昼食のため午後１時まで休憩します。 

     休 憩  午前１１時４７分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   ９番鈴木英友議員の一般質問を続けます。 

   「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 新たなビジターセンタ

ーにおけるアルパカの購入ということでのご

質問かと思います。 

   町の児童動物園においては、都市公園の一

部として開園いたしております。限られた敷

地の中で、限られたおりの中で、現在多くの

動物を飼育いたしております。 

   現状でいきますと、新たにアルパカを購入

するエリアがないことから、現状では厳しい

というふうに思っております。 

   参考ではございますが、谷地どんがまつり

が９月14日から16日まで開催されますが、最

終日の16日、仙台市のほうからアルパカ、そ

してカピバラが来園される予定でございます。

我々といたしましては、常時展示することで

なく、イベント等でそういったものの目玉と

なるような動物の触れ合い等も考えてまいり

たいというふうに思っております。 

   また、今回の70周年記念で購入予定のオニ

オオハシにつきましては、新たなビジターセ

ンターのオープンに向けて、目玉となるよう

な鳥というふうに認識いたしております。オ

ニオオハシにつきましては、東北地区の動物

園ではどこでも飼育されておりません。見る

からには、この動物園に来ないと見られない

という大きな目玉となることと認識いたして

おります。 

   今後も、そういったことを踏まえて運営に

当たってまいりたいというふうに考えており

ます。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ありがとうございます。 

   今の話ですと、９月14日から16日のどんが

まつりのときは、アルパカとかカピバラが来

るというようなことで、それについても今初

めて聞いたような形で、大変いいことだと思

うんですけれども、今の話ですとスペースが

空いていないと。もう今でいっぱいいっぱい

だという話なんですけれども、やはり本当に

県内唯一の児童動物園、まして無料の児童動

物園。本当に河北町の誇りであり、河北町の

の顔だと思うんですね。 
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   この新庁舎ができるときも、新庁舎も河北

町の顔となるようにいいものを造る。動物園

も、その隣なので当然河北町の顔だというよ

うなことであったわけですけれども、やはり

スペースがないとか、そういうことじゃなく

て、せっかくですからこれから将来的なこと

を考えて、そういう動物そのものの充実を図

っていければ、ますます動物園としての存在

価値も高まっていくのではないかと思います

ので、それについては検討を続けていただく

ようによろしくお願いしたいと思います。 

   続きまして、これは町長にお聞きしますけ

れども、計画に入っていないようなんですが、

今現在、町制施行70周年ということで、いろ

んな行事が遂行されております。 

   その中の一つだけではないんですけれども、

後々、後世に残るものといったらあれなんで

すが、町制施行70周年を記念して、動物園内

に例えば時計塔を造るとか、そういうのはど

うでしょうか。町長のお考えをお聞かせくだ

さい。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 現在整備しております

中で、70周年を記念して、時計台ということ

の質疑でよろしいでしょうか。 

   現在の施行の中では、時計台を設置する予

定ではございません。ご質疑あるように、時

計台ということではなく、これまでの時計台

があるわけですので、いずれかの場所に時計

の設置ということは検討してまいりたいとい

うふうに考えておるところであります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ちょっと質問からずれ

るかもしれませんけれども、今現在70周年記

念事業ということでいろいろやっているんで

すが、記念事業として、記念になるもの、町

史発行、各戸に町史を配るとか、いろいろあ

りますけれども、やっぱり記念として何か一

つそういうものを残すのもいいのかなと思い

ますので、予定がない、予算がないというこ

とではなくて、何かしらの方法でそういう70

周年記念ということで残せればいいのかなと

思って、今質問というか、発言したところで

ありますので、そちらも併せてご検討いただ

ければと思います。 

   それでは、もう一つ、質問事項２のドッグ

ランのことについて再質問させていただきま

す。 

   令和５年９月議会の一般質問で、私のほう

から、道の駅河北の特徴づけの一つの案とし

てドッグランの設置について申し上げたとこ

ろ、ドッグラン施設はどうしてもフェンスの

設置が必要となり、増水時の被害等を考える

と河川敷施設は難しいとの回答がありました。 

   その回答と同時に、ドッグランの設置に関

しては、ドッグランの利用ニーズの確認、周

辺環境との調和など、河川公園に限定せず調

査検討していきたいと思っているというふう

なお話もいただきました。 

   あれからちょうど１年たつわけなんですけ

れども、調査検討はどの段階に入っているの

でしょうか、お聞かせください。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 ドッグランのことにつ

いてご回答させていただきます。 

   昨年の９月ということで、議員のほうから

ドッグランの設置についてということで河川

敷と道の駅をひもづけて有効活用できないも

のかということでご質問ありました。 

   そのとき、やっぱり河川敷は、令和２年、

令和４年、令和６年、今年度も水が上がった

ので、フェンスを設置するということにドッ

グランは必要ですので、なかなか被害を受け

て難しいのではないかということで、河川敷

にとらわれず、ほかの場所でも検討していき

たいということで、ちょっと私ども都市整備
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課としては、都市公園とか、あとはそのほか

の公園なんかで、どこか有効なところはない

かなということで検討した経過はございます

が、なかなかいい場所が見つからず、またど

うしても新たな土地を設けて設置するという

ことは今のところ考えておりませんので、都

市公園等、利用があまりないところですとか、

遊休している土地なんかで今のところ考えて

いるところでございます。 

   ただ、先ほど言いましたように、今のとこ

ろいいところがないので、もうちょっと範囲

を広げて探さなければならないかなという気

持ちでいるところでございます。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ありがとうございます。 

   ちょっと確認なんですけれども、去年の９

月議会で私が質問したのは、道の駅に関して、

道の駅の特徴づけとして、例えば一つの案と

してドッグランなんかも道の駅に造ればいい

のではないかというのを申し上げたので、ド

ッグランの在り方について申し上げてはいな

いんですね。一つの案として申し上げたわけ

ですから。 

   そのときに、回答としては、最上川の河川

敷は水害等の被害も考えられるので、そこに

造るのは難しい、ドッグランについては難し

いと思うと。ただ、ほかの場所ということで

検討を重ねていきたいという返事があったも

のですから、ドッグランについての質問では

なくて、あくまでも道の駅に関しての質問の

中で、そういう案もあるよと申し上げたので、

そこは勘違いしないでいただきたいと思いま

す。 

   それで、今の答弁なんですけれども、例え

ばあれから１年の間、いろんなところで、じ

ゃあどこに設置したらいいか、どういう場所

がいいかとか、いろんなことを考えてきては

いるのだというような形での答弁だったんで

すけれども、今回の答弁の中では、中央公園

の利用状況を見ても、有益な施設となり得る

というような認識を持っておりますというこ

とがあったんですが、私もドッグランを設置

するとすれば、やはり今の段階で考えられる

のは、やっぱり中央公園辺りが、設置費用面

とか、施設面とか、管理面、あと利用者側の

利用面なんかからしても、課題はクリアでき

るんじゃないかなと私は思います。 

   あとやはり、もちろん都市公園となってく

れば、都市公園の条例や施行規則上の問題な

んかもあるかと思いますけれども、やはりそ

の辺は積極的に整理をしていただいて、検討

を本当に進めていただければ、課題はできる

んじゃないかと思っています。 

   ぜひ実現に向けて、早急に検討を加速させ

てみてはどうでしょうか。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 今、議員のほうから、

候補は中央公園がいいのではないかというこ

とでお伺いしたところでございますが、そこ

も排除せずに、いろいろな場所、町長答弁の

ほうにはありましたけれども、周辺の住民の

課題等もございます。なので、中央公園に限

らずいろいろな場所を選定して、いろいろ検

討していきたいと思っております。以上です。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ドッグランについては、去年の

９月議会でも鈴木議員から質問いただいたわ

けですけれども、前提として、ドッグランを

新たな土地を求めて理想的なところというこ

とになれば、新たなところに土地を取得して

そこにドッグランを設置するという発想は持

っていません。 

   議員の提案では、一つとして河川敷がある

んじゃないかと。道の駅も非常に、対面で、

キャンプ場があったり、カヌー練習場が一般

の方ができるかというのは別として、ちょっ
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と離れていますけれどもグラウンドゴルフが

あったり、有料ではありますけれどもゴルフ

場があったりというようなことで、河川敷が

一つの河川敷公園として、本町のある意味で

いうと気軽に利用できる、言わば敷居の低い

レクリエーション機能が周辺に、ある程度の

集約性を持って配置されていると。 

   そういう中でも、ドッグランとしていいの

かどうかということで、昨年検討し、やはり

河川敷はフェンスといった固定物を設置しな

きゃならんという観点から見て、検討の対象

から外したということであります。 

   河川敷以外で、今の利用状況からして、レ

クリエーション機能も、様々な方がいらっし

ゃいます。そういう中で、今の利用状況、あ

るいはニーズ、そういったことからいってど

こが、それで施設もいろんな施設があり得る

わけですから、配慮すべき施設によって配慮

すべき項目というのが、周辺への影響も含め

てあるかと思います。 

   中央公園も、一つの大きなレクリエーショ

ン機能として、子供たちを中心に、年配者の

方から、ウオーキングから、ジョギングから、

犬の散歩から、幅広く使われていますけれど

も、中央公園の今の立地状況等からして、周

辺への環境ということからしても課題は大き

いなと、中央公園ということでいえば、とい

うふうに考えております。 

   先ほどの答弁に尽きますけれども、町とし

て持っている、そしてレクリエーションの施

設として可能性のあるところで、周辺の方々

のご理解、あるいは現在の利用状況、そうい

ったことも考えながら、それで町として整備

するわけですから、ドッグランを期待する人

の声に限らず、どういった町としてのまちづ

くりの観点からも立って、立地と場所と、あ

と当然整備するための費用、あるいは運営面

での管理、そういったことも含めて、様々検

討する必要があるというふうに思っておりま

す。 

   検討を急ぐべしというご趣旨かと思います

けれども、十分配慮しながら、実現できるも

のかどうかということは考えて、課題をしっ

かり整理しながら進めていく必要があるとい

うふうに考えております。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 今、町長のほうから、

前向きな発言をいただきまして、ありがとう

ございます。 

   ただ、私は中央公園というのも一つの案だ

と思うんですけれども、やはり中央公園は、

公園としての機能の充実という面からしても、

あとは町なかの動物園とのつながりとか、そ

ういうようなことからしても、やっぱりその

辺も十分に含んで検討いただきたいと。例え

ば、公園としては、やっぱり町なかにあれほ

ど大きい公園というのはほかの町にはないん

ですよね。だから、そういう意味では、公園

の充実なんかも図ることもできるのかなと思

います。 

   あとは、スポーツランドのほうにも緑地公

園がありますけれども、あれですとやはりち

ょっと離れていて、人のコミュニケーション

という意味からすると、町のにぎわいづくり

という意味からすると、ちょっとあれなのか

なといろいろ考えてきているんですけれども、

その辺やっぱり総体的に考えて、どうすれば

いいのか。ドッグランを造ると決まったわけ

ではないので、これから検討していくのでし

ょうけれども、それも十分考慮に入れていた

だいて、検討を進めていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

   最後に、一つだけ、また動物園のことに戻

って申し訳ないんですけれども、今現在、動

物園はリノベーションの工事中であります。 

   工事の状況について、計画どおり進んでい
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るのか、進捗状況について教えてください。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 現在施工しております

改修工事の計画につきましては、施工管理業

者、それから施工者、それから町ということ

で、月１回全体の会議を設けさせていただい

ております。 

   つい先日、火曜日に実施いたしまして、工

程を確認したところ、予定どおり進んでいる

ということでございました。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ありがとうございまし

た。 

   以上をもちまして、私の質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で、９番鈴木英友議員の一

般質問を終わります。 

   このまま暫時休憩いたします。 

     休 憩  午後１時１７分 

     再 開  午後１時１９分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   次に、６番増川憲一議員の一般質問を行い

ます。 

   「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） ６番増川憲一、９月定

例議会一般質問を行います。 

   質問事項１、産業立地の促進についてお伺

いします。 

   河北町に谷地工業団地と花ノ木工業団地が

あり、谷地工業団地は分譲率100％、花ノ木工

業団地の分譲率は約90％と高く、第８次河北

町総合計画の中間目標数値は達成している状

況ですが、６年後となる最終目標年度である

令和12年度の分譲率100％へ向けて、産業立地

を具体的に検討する時期と考えられます。 

   そこで、質問要旨１、第８次河北町総合計

画にある花ノ木工業団地分譲の最終目標年度

での達成に向けた取組についてお伺いします。 

   質問事項２、谷地工業団地をはじめとする

町内の既存企業が、増築や町内に新築移転す

る場合の対応についてお伺いします。 

   また、新型コロナウイルス感染拡大や地政

学的リスクの顕在化を背景に、日本企業の国

内回帰、国内生産体制の強化を図る動きが見

られます。近隣市において、産業用地の大規

模造成が進んでいます。 

   産業団地の開発に要する期間は、一般的に

３年から６年程度と見込まれております。谷

地工業団地分譲率100％、花ノ木工業団地分譲

率が６年後に100％になることを想定し、産業

団地の開発を進める時期と考えられます。 

   そこで、質問要旨３、新規工業団地の造成

について町の考えをお伺いいたします。 

   再質問を留保し、一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ６番増川憲一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ６番増川憲一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、産業立地の促進についてお答えい

たします。 

   １点目の第８次河北町総合計画にある花ノ

木工業団地分譲の最終目標年度までの達成に

向けた取組について申し上げます。 

   現在の花ノ木工業団地の分譲率でございま

すが、88.53％で、分譲可能面積は３区画で１

万7,533.1平方メートルとなっております。 

   第８次総合計画では、令和12年度までに分

譲率100％を目標としておりますので、そこに

向けた取組について申し上げます。 

   分譲可能な３区画につきましては、昨年７

月に１区画の分譲申込みの申請をいただき、

契約締結に向けて進めておりましたが、申込

事業者の諸事情によりまして、残念ながら契

約締結までには至りませんでした。 
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   今後は、県が主催する首都圏や中京圏で開

催されますビジネスセミナーへの参加や、谷

地及び花ノ木工業団地連絡協議会との情報交

換、リサーチ会社及び地元金融機関からの情

報提供などを通じまして、誘致活動を積極的

に行ってまいりたいと考えております。 

   ２点目の町内の既存企業が増築や町内に新

築移転する場合の対応について申し上げます。 

   現在、町が企業の立地に関して行っている

補助制度は、花ノ木工業団地に用地を取得し、

操業した事業者に対し、用地の取得に対する

補助と、事業施設の固定資産税相当額に対す

る補助制度を設けております。 

   また、資金面での優遇措置といたしまして、

花ノ木工業団地に立地操業された企業への産

業立地促進資金融資制度を設けております。 

   花ノ木工業団地以外の用地に立地操業され

た企業に対する町の支援制度につきましては、

新たに起業された方への、みらい応援創業支

援事業費補助金としまして、創業経費に対す

る補助金として最大200万円及び山形県の開

業支援資金の利子補給金を最大10年間交付い

たします。町といたしまして、増築及び新築

移転するご希望の事業者には、花ノ木工業団

地のいち早い分譲率100％に向けて進めてま

いりたいというふうに思います。 

   ３点目の新規工業団地の造成について申し

上げます。 

   先ほども申し上げましたけれども、花ノ木

工業団地の分譲率は88.53％であります。新し

い工業団地の造成、既存の工業団地の拡張に

つきましては、農村地域への産業の導入の促

進等に関する法律に基づく実施計画の変更等

が必要であります。 

   その際、工業団地の増設や新設を進めるた

めには、具体的な分譲見込みが必要となるこ

とや、新設する場合には、農地の場所の選定、

地下水、住宅地との関係といった工業立地に

適した適地調査など様々な検討が必要です。 

   したがいまして、まずは第８次河北町総合

計画の目標の達成を目指し、分譲状況を見極

めながら、河北町の都市計画マスタープラン

における位置づけなども整理した上で検討す

べき大きな課題であると捉えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

   町長の答弁に、私の質問事項は１、２、３

と３点あるわけですけれども、全部に花ノ木

工業団地ということが関連しておりますので、

大まかなくくりの産業立地の促進についてと

いうことで、再質問させていただきたいと思

います。 

   まず初めに、花ノ木工業団地ができてから

何十年。私が前、サラリーマン時代に会社に

入ったときに造成が進んで、それからですと

もう20年以上たつわけなんですけれども、や

っぱりいまだに100％になっていないという

ことで、どういう分譲の進め方をしているの

かなというので、お伺いしております。 

   そこで、答弁の中に、今後は県が主催する

首都圏や中京圏で開催されるビジネスセミナ

ーへの参加を予定しているという、情報交換

をするという答弁がありましたが、今までは

具体的にどのような取組をして、この90％を

達成してきたのか、お伺いします。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 花ノ木工業団地のこれ

までの誘致の取組でございますが、大きいと

ころでいきますと、こちらのほうに、逆に誘

致活動ということではなく、先方から土地を

求めたいという、情報提供をしている中でこ

ちらのほうに進出されたというところは大き
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なところでございます。 

   さらに、町内の企業、もしくは町外で実際

に工場を運営されていまして、手狭になって

花ノ木の立地条件が見合うということで、移

設をされた企業がほとんどでございます。 

   先ほど町長答弁にありますように、県外で

のいろんなセミナーに行って、実際に立地に

なったところということでは、以前、立地に

誘致を図れた件もございましたが、先方の都

合によりまして、立地まで至らなかったとい

うケースもございます。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） ですと、最初に花ノ木

工業団地を造成しての分譲には、企業側から、

そこに工場を建てたい、会社を起業したいと

いうことで、分譲が進んだと。でも、やっぱ

り分譲率が高くなると、だんだん面積という

のも、場所的に限られてきます。隣同士で使

えればいいんですけれども、使えない場合、

面積が足りない。あとは、大き過ぎて、自分

の会社に合ったような面積が欲しいというこ

とにはなるかと思いますが、今現在３区画で、

4,000平米が２つと、道路を挟んで9,500平米

が１つ。 

   それですと、質問要旨２番に挙げています

町内の谷地工業団地にある会社が老朽化等で

移転したいとなった場合に、花ノ木工業団地

を、最初に100％になるように分譲を進めると

いう答弁ですが、今現在もその会社にとって

工場と倉庫、あとは社員の駐車場、あとは運

送経路、大型トラック等が入るための敷地が

欲しいとなれば、ここではちょっと狭いとい

う会社も出てくるかと思います。 

   そういった場合に、花ノ木には移転できな

いとなれば、町としてはどのように対応しま

すか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 花ノ木工業団地、町長

答弁にもございましたが、現在88.53％という

推移でございます。 

   ご質問にあるとおり、現在、未分譲地３区

画ございますが、これで用地が足りないとな

った場合においては、花ノ木工業団地をさら

に増設するか、新たな工業団地を設けるかの

いずれかになるかと思います。 

   ３点目の答弁で申し上げていますとおり、

農地を工業団地にするには、いわゆる農産法

の実施計画に基づいて造成を図る手はずにな

っております。その農産法の実施計画におい

ては、やはり許可されるにはそれなりの年数

がかかるということになるかと思います。 

   その求められる用地面積によってではござ

いますが、花ノ木工業団地になると、隣接し

ている用地が果たして分譲可能なのかという

ところも踏まえて検討せざるを得ないという

ことでございますので、そうした場合に、そ

れじゃあ新たな場所かというところになりま

すので、そうした場合には、やはり農地の問

題、それから住民との住居の環境問題、そう

いったところを踏まえた適地がどこであるか

というところが大きな課題になってくるのか

なというふうに思っております。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 以前にも、河北町に会

社があるところが新築、増築したいというこ

とで、河北町内に設けられなかったという事

例がありますので、その辺早く進めるために、

またコロナ感染症が大分落ち着いて、国内回

帰、あとは国内生産体制、主に半導体、あと

はトヨタ部品会社というのは、やっぱり生産

体制を強化しているわけなんです。そういう

会社というのは、やっぱり若い人たちにも注

目される会社であって、そういう会社を呼ぶ

ためには、もう増築していないと、すぐ会社

を建てたいという優良企業にとっては、やっ

ぱり違う場所、河北町が本当はいいんですが、
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やっぱり隣の市にちょうどいいところがあり

ましたので河北町を諦めますというふうにな

る可能性があります。 

   課長答弁にもありましたが、農地を造成す

るには、農産法、農振法、そういった関連す

る法律があります。また、田んぼとなります

と、水を張るわけなので水利権、あとはそこ

で耕作している農家の方の同意、そういった

ことをクリアしなければ、産業団地の立地と

いうのは本当に難しい。 

   第８次河北町総合計画では、あと６年後に

は100％にするという大きな目標があるわけ

なので、その100％にもしなったとして、果た

して一般的に開発するには３年から６年、３

年というのは調査だけで３年たつと思うんで

すが、その期間、果たして企業が待てるのか

待てないのか。多分、待てないから河北町に

あった企業がほかの市町村に出ていくという

ことがある。 

   そういうふうにならないためにも、今から

もう第９次河北町総合計画、あとマスタープ

ランというのを検討していかなければならな

いと私は思うのです。その点に関して、開発

がもし遅れて企業を誘致できなかったとなれ

ば、やっぱり町民の皆さんは、これは重大な

案件だと思うわけです。そういうときの対応

は、今後どういうふうにされますか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 やはり以前にも、ご指

摘のとおり、町内の企業が町外に進出すると

いうことで、我々のほうにも事前にご相談を

いただいておったわけなんですが、そのとき

には用地面積の大きさ、それからいわゆる操

業までの期間というところで、非常に時間が

足りない、面積が足りないということで、残

念ながら町内の進出が果たせなかったという

経緯もございます。 

   ご指摘のとおり、面積が足りないとなった

場合においては、やはり３年ないし４年ぐら

いはしっかりかかるかなというふうに思って

おります。 

   いずれにしろ、農産法の実施計画におきま

しては、やはり今この法律で行っています花

ノ木工業団地の分譲状況が左右されます。や

はり今の土地が分譲されていないとなると、

新たな分譲地というのは非常にハードルが高

くなるというふうにもお聞きしております。 

   そうした意味合いも含めまして、できるだ

け花ノ木工業団地の100％分譲を目指して、今

後の推移を見た上で、新たな工業団地を増設

するのかも含めて検討せざるを得ないのかな

というふうに思っております。 

   いずれにせよ、これまでの花ノ木工業団地、

様々な課題がございました。そうしたところ

も踏まえまして、新たな工業団地の造成とい

うことに関しましては、慎重に検討すべき課

題だろうというふうに思っております。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 産業団地の開発につい

てですけれども、近隣市で行っているような

大規模にすれば、やっぱり10億円、20億円か

かる可能性もあります。そうではなくて、や

はり１つ、２つ、３つ、例えば３つの会社が

進出したいとなった場合、一旦そういう会社

に合わせた土地を造成し、そしてまた隣のほ

うに今度は企業誘致できればまた造成します、

また造成しますと、産業用にずっと造成でき

るような形で農地転用というのを考えたこと

はありますか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 花ノ木工業団地も含め

ましてでございますが、全体のエリアという

ことでは、河北地区計画というのがございま

す。これは、先ほど来申し上げています実施

計画のエリア指定をしております。そこが、

谷地工業団地、花ノ木工業団地のエリアとい
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うことで、もともとはこのエリアで産業立地

を図っていくと。農地を潰してという形にな

りますけれども。 

   それで、議員おっしゃるように、大きなエ

リアを設けて、その都度、いわゆるオーダー

メードの造成をしていくということでの検討

は、これまでしてきた経緯はございません。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） そういう検討をして、

そういうことが河北町では可能なのでしょう

か。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 そこの部分については、

県、それから農水省のほうに確認させていた

だければと思います。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 最後に、町長にお伺い

したいのですけれども、友好都市である徳島

県藍住町ですけれども、私は議員になって、

議員皆さんで行って来たわけなんですけれど

も、そこでは昭和三十何年頃、40年前ぐらい

から、企業立地を進めてきて、合併する前、

また合併してから、１万5,000人くらいの人口

だったのが、今は３万人を超えていると。企

業の立地によって人口増加が見込めたと。そ

れが今でも続いていて、人口減少傾向にはあ

るが、河北町のように1,000人、2,000人も減

ってきているという状況ではないです。 

   人口増加に向けて、子育て支援、いいもの

が河北町にいっぱいあります。支援策、若者

支援。そういったことを含めて、人口増加に

向けた企業誘致、産業立地の考えは、町長は

持っていらっしゃいますか、持っていません

かというのを町長にお伺いしたいです。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 人口減少の問題とともに、今は

労働力の確保ということも、企業にとっては、

用地、資金、そして働き手の確保、そういっ

たところをトータルとして準備していかなけ

ればならない、そういった状況にあるという

ふうに思います。 

   本町の場合、藍住町の今お話がありました

けれども、友好都市ではございますけれども、

条件的には、徳島市との関連であるとか、あ

るいはその農地の関係であるとか、本町とは

異なる立地の中で土地利用を進めてきた経過

があるというふうに認識しております。 

   確かに、雇用の場、それも今は望む雇用の

場ですよね。若い方が望む、そういったこと

が非常に必要で、そういう意味でいうと、先

ほどの繰り返しになりますけれども、土地と

資金と働き手。その働き手となった場合に、

働きたい職場、やっぱりそういうことを考え

ながら企業誘致というものも進めていかなけ

ればならない時代だなと。 

   とりわけ、河北町は農地がいっぱいあるよ

うですが、農産法との関連も含めて、極めて

周りの市部と比べても土地の余力が窮屈です。 

   そういう中で、本町としての企業誘致、あ

るいは誘致に限らず地元企業のこれからのそ

れぞれ生き残りをかけて、新しい成長を求め

て企業活動をやっているわけですから、そこ

にどう応えていくかと。農業との関係も含め

て、産業政策を考えていく必要があるという

ふうに思っております。 

   そういったもろもろのことを総合的に勘案

して、都市計画のマスタープラン、そういっ

た関係の位置づけということも含めて、大き

な課題であると考えております。 

   問題意識は一緒なんですけれども、その前

提となる本町の土地利用、あるいは開発可能

地域、そういったことについて企業の需要、

そして本町の土地利用、そういった面から見

ると、非常に大きな……、大きなという中に

は重要だということと、難しい問題もはらん

でいるということは触れさせていただきたい
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というふうに思います。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 町長、どうもありがと

うございました。 

   今、町長の答弁を聞いてなのですけれども、

今、農地の集約化というのも進められており

ますので、その辺で、あと10年後、農家をし

ないという方の農地は誰が借りるか、あとは

近くの人に、隣同士で、じゃああなたはこち

らの分、１町歩、２町歩と。それで、そうい

う借手がいなくなるような土地をどこかに集

めて、そういうところを企業の立地にも使え

る手はないかなと、私は今ちょっと思ったん

ですが、いろいろ質問させていただき、丁寧

な答弁、本当にありがとうございました。 

   今後、河北町の人口も増えるように、企業

立地というのも考えて進めていただければと

思います。ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で、６番増川憲一議員の一

般質問を終わります。 

   ここで14時５分まで休憩します。 

     休 憩  午後１時４７分 

     再 開  午後２時０２分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   次に、14番細矢誓子議員の一般質問を行い

ます。 

   「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 14番、一般質問を行い

ます。私の質問事項は１点であります。 

   それでは、質問をさせていただきます。 

   自治体が行う広報活動についてお尋ねをい

たします。 

   地域の魅力をアピールし、移住者を増やす

ことなどを目的として、広報に力を入れる自

治体が増えてきています。ゆるキャラの活用

やＳＮＳとの連携など様々な手法が取り入れ

られ、以前の自治体広報とは様子が変わって

きていると感じます。 

   以前は、役所からのお知らせという形で、

住民の求める情報というよりも、役所が伝え

たいことをお知らせする形態だったと言われ

ていました。 

   しかし、広報の語源、ＰＲは、パブリック・

リレーションズの略です。つまり、ＰＲは、

公衆とよりよい関係をつくるための施策のこ

とで、組織と人をつなぐ考え方や行動を示す

ものということです。 

   そこで、質問要旨１、自治体が行う広報活

動の目的は何かを伺います。 

   町民の皆様に、広く町の情報や施策がしっ

かり伝達されるために、広報活動の目的を掲

げて進まれていると考えます。また、地域外

の人たちにも、自分の自治体の魅力を伝える

ことなども大きな目的の一つではないかと考

えますが、町長は広報活動の目的をどのよう

にお考えか、お聞きいたします。 

   質問要旨２、本町の広報活動の推進方針を

伺います。 

   広報活動を進めていくためには、広報に関

わる情報収集や分析体制の構築、広報に携わ

る職員の広報力の向上など、様々な分野での

推進が考えられると思いますが、本町ではど

のような点に重心を置いて進められているの

かをお聞きします。 

   質問要旨３、障がい者や外国人の人に配慮

した広報活動についてを伺います。 

   令和６年８月６日付の山形新聞に、「声の

広報誌」という内容の記事が掲載されていま

した。長井市の「声の広報誌」の朗読ボラン

ティア体験会が市内で開催され、市の発行す

る「広報ながい」を朗読、録音して、視覚障

がい者に届ける様子が記されていました。 

   私はこの記事を読んで、本町では障がい者

の方々にはどのような方法で町報が届けられ

ているのか気になりました。 
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   以前、私の近所に、聴力に障がいのある方

が住んでおられました。その方には、町から

広報が配布されて、自分でしっかり読まれ、

分からないところは紙に書いて地域の方々に

聞いておられました。 

   現在、町内にはたくさんの外国人の方々が

就労のために居住されています。私たちもい

つかは老いて、体の様々なところに障がいが

出てきます。障がいを持っている方々や外国

人の方々にも、町の情報がしっかり届くシス

テムを構築する必要が早急にあると考えます

が、町長はいかがお考えでしょうか、お聞き

いたします。 

   再質問を留保し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 14番細矢誓子議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   14番細矢誓子議員の一般質問にお答えいた

します。 

   自治体が行う広報活動について、１点目の

自治体が行う広報活動の目的、そして２点目

の本町の広報活動の推進方針、これにつきま

しては関連いたしますので、併せて申し上げ

ます。 

   自治体における広報活動には、広報紙のよ

うな紙媒体によるもののほか、ホームページ

やＳＮＳなどのメディアを利用したものがご

ざいます。この広報活動を行う目的として、

大きく３つあると言われております。 

   まず、１つ目としては、地域住民に対して

正確な情報を提供することがあります。地域

の出来事や行事などの情報提供に加え、重要

な施策や取組の内容も含まれます。正確な情

報提供は、町民が地域の実情や将来の展望を

理解し、適切な判断を行うための基盤となり

ます。 

   ２つ目としては、広報活動は、地域の課題

や取組を広く周知することで、町民の参加や

協力を促進する役割を果たしております。地

域の課題について、町民が理解し、関心を持

っていただくことで、町と町民が協力して解

決策を模索し、実行することが可能となり、

町民参加による地域振興につながるものであ

ります。 

   ３つ目としては、広報活動は自治体の透明

性と信頼性を高めるための重要な手段である

と認識しております。適切な情報の提供は、

町民が自治体の活動や意思決定プロセスを理

解し、信頼を築く上で不可欠です。透明性の

高い行政活動は、町民とのコミュニケーショ

ンを円滑にし、地域社会全体の信頼感を高め

ることにつながります。 

   河北町広報委員会規則におきましても、町

政運営に関し、必要な事項を町民に正しく具

体的に普及させるとともに、町民の声を聞き、

これを町政に反映させ、もって円滑な町政の

交流を図ることとしているところであります。 

   この３つの目的に加え、地域外の方に町の

魅力を伝えることも極めて重要です。河北町

の自然環境や歴史、文化、産業、食文化など

の魅力を知ることは、その地域を訪れるきっ

かけとなり、観光客や移住者の増加など、地

域の活性化や地域経済の発展につながるもの

と考えております。 

   特に、近年においては、自治体を取り巻く

環境は大きく変化してきており、定住促進や

観光誘客などの地域間競争の激化に伴い、町

外への情報発信力の強化が大きな課題である

と認識しております。したがいまして、町の

イメージを定着させ、町の魅力をアピールす

るため、町の魅力の情報発信強化を方針の一

つと考えております。 

   これまで培われてきました「雛とべに花の

里かほく」のイメージをより定着させ、町民

や訪問者に対して一貫した印象を発信するこ
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とにより、町のブランド価値を高め、町の魅

力をアピールできるよう、戦略的な情報発信

に努めてまいります。 

   また、情報発信方法の多様化も、推進方針

の一つであります。より伝わる情報の発信、

より響く情報の発信を目指しており、観光ガ

イドやパンフレット、ウェブサイト、ＳＮＳ

やメディアを活用し、各媒体を組み合わせる

ことで、町のイベントや取組を積極的に発信

することが効果的であると考えております。 

   全戸配布する広報紙は、町民に情報を知っ

てもらうためには最も確実な媒体であります

が、掲載できる情報量は限られているため、

認知されやすいデザインでポイントを絞って

情報を掲載しております。加えて、拡散性の

あるＳＮＳにも情報を掲載するほか、文字で

は伝わらない情報を動画で伝えるなど、各種

広報媒体の強みを生かしながら、興味・関心

を高めるよう取り組んでいるところでありま

す。 

   ３点目の障がい者や外国人に配慮した広報

活動について申し上げます。 

   町の広報が、より多くの町民にアクセスし

やすい形で提供されることで、地域全体の情

報共有やコミュニケーションが円滑に行われ

ることが期待されることから、アクセシビリ

ティーを考慮した広報活動は、地域社会の包

括性と共感性を高め、町の参加と、町民の参

加と連帯を促進する重要な役割を果たすこと

ができると認識しております。 

   現在、広報紙については紙媒体で全戸配布

とホームページへの掲載により周知しており

ます。視覚に障がいのある方につきましては、

平成８年度から平成17年度まで、社会福祉協

議会に委託し、「声の広報」としてカセット

テープに朗読ボランティアの方から吹き込ん

で対応していただいた時期もございましたが、

朗読ボランティアの方がおられないことから、

現在、広報紙の音声対応は実施しておりませ

ん。 

   外国人に配慮した広報活動についてであり

ますが、広報紙の外国語対応については、言

語に精通した専任のスタッフが必要になるこ

とから、外国人向けの広報への対応は特に実

施しておりません。 

   しかしながら、ＩＴ技術の進展により、電

子媒体の広報紙については、音声読み上げや

翻訳ソフトなどで複数の外国語に翻訳するこ

とも可能になってきております。 

   また、町のホームページでは、複数の外国

語への自動翻訳機能に対応しているほか、高

齢の方や障がいをお持ちの方々に快適にホー

ムページをご利用いただけるよう配慮し、ペ

ージ及びコンテンツには、適切なタイトルや

見出しをつけることで、ウェブ文章の統一化

や構造化を図っております。 

   また、視覚に障がいのある方が音声読み上

げソフトをお使いになる場合にも、正しく情

報が伝わるよう、ページレイアウトに配慮す

るとともに、画像には適切な代替テキストを

入れ、読み上げに適したホームページ作りに

努めております。 

   障がい者や外国人に配慮した広報活動は、

社会の多様性を尊重し、誰もが安心して暮ら

せる地域社会を築くために欠かせない取組で

ありますので、地域全体が共に支え合う社会

の実現に向けて、今後とも取り組んでまいり

ます。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

   それでは、再質問に入らせていただきます。 

   広報の目的を、地域の課題について理解し、
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関心を持っていただき、町民の参加や協力を

促進する役割を持ち、町民参加による地域振

興につなげる、また自治体の透明性と信頼性

を高める重要な役だと答弁をいただきました。 

   この目的を推進するために、広報委員会を

設置されていると認識していますが、この広

報委員会の構成内容と、この委員会は広報モ

ニターのような機能はお持ちになっているの

かをお尋ねいたします。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 広報委員

の構成でありますけれども、広報委員は８名

から成りまして、男性が４名、女性が４名の

構成になっております。年代的にも、20代の

方が１名、30代の方が２名、40代が２名、60

代２名の70代１名という構成内容です。 

   地区的には、西里の方が２人、溝延の方が

１人と、あと谷地の方が５人というような内

容になっております。 

   広報委員になってもらっている方の職業に

ついても、主婦であったり、農家の方であっ

たり、自営業の方であったり、いろいろな方

になってもらっております。 

   広報委員の活動内容になりますけれども、

基本的には町の広報紙の構成とか、広報紙が

分かりやすいかとか、レイアウトが見やすい

かとかというところを審査してもらっている

ほかに、ホームページが見やすい状況にある

かとか、あとは町長と語る日とか、べに花メ

ールなんかも町のほうでいただいております

けれども、そういった内容についてのご意見

なんかもいろいろいただいて、広報の参考に

させてもらっているというものであります。 

   広報を見てもらっていますので、モニター

のような役割も果たしているというふうに認

識しております。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。 

   やはり皆さん、様々な年代の方々が、広報

に対して様々な目線でいろんな意見をお聞き

になるということは、大変広報を作る上では

大きな力になると思っております。 

   私は、目標の一つに、住民に必要な情報が

ちゃんと伝えられているかということをよく

考えます。住民の一般的なニーズ、住民が望

んでいる広報情報のニーズランキングは、こ

れは一般的なものですけれども、１位が健

康・福祉・医療・介護、２番が防犯・防災、

３番が環境・ごみリサイクル、４番が観光、

５番が子育て・教育・学校、６番が文化・ス

ポーツ・生涯学習、７番に市町の施策・政策

となっています。 

   町からの一方的な発信だけではなく、住民

が求めるニーズを把握して紙面に落とし込む。

そんな広報であってほしいと私は常々考えて

います。 

   現在の広報紙を見ますと、重要な施策や

様々な情報は盛りだくさん含まれております

が、とにかく文字が多いと感じます。伝えた

い意図をしっかり絞り込んで、目で分かる情

報、例えば写真を少したくさん入れていただ

くとか、イラストで分かる情報などをうまく

組み合わせて編集されることを希望します。 

   あと、もっと余白が欲しいという気持ちも

ありますが、この辺についていかがお考えで

しょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 毎回の広

報紙の紙面でありますけれども、ページ数が

幾らでもできるわけではないので、限りがあ

りますので、伝えられる情報が限られてきま

す。 

   そういったところを考えて編集していきま
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すと、どうしても文字がちょっと多めになっ

てしまう嫌いがあるかなというふうには私も

思います。特に、広報の記事を書いている担

当者が頑張れば頑張るほど、やっぱり文字の

数がどうしても多くなってしまう嫌いがあり

ます。そこはそうとは思いますけれども、な

るべく見やすい紙面にしたいというふうには

考えているところであります。 

   あと、余白の取り方ですが、余白の取り方

というのは、やはり技術的になかなか難しい

ですよね。余白があると、何か何もないよう

に見えてしまうので、そこの取り方というの

は、いろんな研修を踏まえて、こういった余

白の取り方がいいのでないかなというところ

を学ばないとなかなか難しいところはあるか

なと考えています。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 私も何年間か議会だよ

りの編集をさせていただきましたけれども、

いろんな形で、この余白の取り方というのは

やはり難しいのだと思います。それは研修と

か何かいろんな勉強会なんかに行って学ばれ

ることも大変必要なことかなと思っておりま

す。 

   広報紙の役割と目的の中に、地域外の方々

に町の魅力を伝えることも極めて重要だと答

弁をいただきました。私も実際、本当にそう

思います。 

   それでは、町外への発信ということでは、

どのような点に力を入れて編集されておられ

るのか、お聞きをいたします。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 町外、地

域外への情報発信ということで言えば、町の

広報紙はどうしてもやはり町内への配布が主

になりまして、ホームページに電子版を掲載

しておりますけれども、そういったところよ

りも、ホームページのほうに、今現在、河北

町のシティプロモーションサイトとか、あと

はＳＮＳ等のメディアによる情報発信なんか

を行っておりますので、町外へのＰＲという

点では、そういった利用のほうが効果的なの

かなというふうに考えています。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） そうですね。やっぱり

紙面だけじゃないいろんな方法で町外に発信

するという方法は、これから様々考えられる

ことだとは思います。 

   この町外の人たちへの広報力の発信として、

ふるさと納税をされた方々などには送付をさ

れているのか。また、送付した方々が受け取

ったときに、その反応などはお聞きになって

おられるのでしょうか、お聞きをします。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 ふるさと

納税を始めた当初、町のほうで直接業務を行

っていたときは、希望する方に広報を送って

いたということもやっていたと思うんですけ

れども、今委託になっていますので、委託に

なってから広報を送っているということは多

分やっていないかと思います。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 私は、この広報という

のは、その町を知る顔だと考えております。

私たちが視察などでいろんなところを訪れま

すけれども、その資料の中には必ずその自治

体の広報紙が入っています。 

   この広報紙を見て紙面作りに特徴があると、

なになにというふうに見入ってしまうことが

多々ありました。 

   町のブランド価値を高める戦略的な情報発

信に努めるとの答弁をいただきましたが、そ

の具体的な方法、施策はどのようにお考えに

なっているでしょうか。 
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○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 広報活動

には幅広い広報活動があるわけですけれども、

基本的に所管しております「広報かほく」の

作成につきましては、町のいろんな情報を載

せて、町内の方にまずお知らせするというの

が一番重要かなというふうに思っています。 

   町外へのアピールとなると、やはり広報紙

よりも、メディアとかホームページなんかで

魅力を発信していくということが重要かと思

いますので、ふるさと納税してもらった方に、

町のホームページのＱＲコードとかをつけて

見てもらえるような手だては考えてもいいの

かなというふうに思うところであります。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） やはりホームページ

云々というのが効果があるのかなというお答

えですけれども、紙面で様々な編集によって

そういうことが可能な場合もあると思うんで

す。私がさっき言いましたように、資料なん

か頂くと、その中に広報紙が入っていること

によって、この町はこんなところに力を入れ

ているのかとか、こんな珍しいことがあるの

か、お祭りがあるのか、珍しい場所があるの

かなんかを知ることができます。ですので、

紙媒体の広報紙というのもとても重要な、こ

の町を町外に知らせる方法としては有効な手

段であると思っております。 

   私は、ブランド価値を高めるというのには、

一つのやり方としては、河北町の知名度を高

めることだと考えます。例えば、キャッチフ

レーズをつくるとか、マスコットのキャラを

しっかりあれに入れ込んでいるというような

編集のやり方なんかもあると思うんですけれ

ども、どのようにお考えでしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 町として、

町の知名度、魅力のアップ、あるいはキャッ

チフレーズなんかの作成なんかも、当然その

魅力の発信にはなるかと思いますので、いろ

んな場面でそういった取組が必要になってく

るのかなというふうには思います。 

   先ほどからあります広報紙の例えば地域外

への発信、発送となりますと、今現在ふるさ

と納税は年間で数万件ですかね、１万件を超

えるような多分ふるさと納税の件数があるか

と思うんですけれども、そうすると広報紙自

体を、その分余計に印刷する必要が出てくる

わけですね。それだと、どのタイミングでや

るのかとか、そういった問題もありますので、

なかなか広報紙の発送というのは現実的に難

しいものがあるかなというふうにはちょっと

思います。 

   魅力の発信につきましては、町としても、

町の今現在商工観光課になりますけれども、

かほく発信・ブランド推進室も立ち上げてお

りますので、そういった面では強化を図って

いかなければならないものというふうに認識

しております。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 一概にいろんな夢みた

いなことを言うだけではなく、これが現実に

実行されるいろんな方法を考えていかないと、

やはり先手先手を打っていくというやり方を

していかないと、他の市町村が始めたら、こ

れは二番煎じ、三番煎じになってしまうので、

やはり気づきをしたときに何かの方法でこれ

が実現に向けていくというようなやり方をし

っかり取られて、町の広報というのはとても

私は大切だなと本当に重々感じております。 

   情報を収集するためには、役場の広報を担

当する方の部門に情報が様々集まってくるよ

うな体制づくりというのも大切だと考えます

けれども、町ではどのように考えておられる
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のか。 

   ちょっとこれは一例ですけれども、例えば

各課にＰＲリーダーという広報活動をする協

力者を配置したり、お隣の寒河江市では、市

民レポーター「さくらんぼ特派員」を配置し

て広報活動に寄与されているというようなこ

と、ちょっと調べましたらこのようなことも

ありましたので、情報が様々集まってくる体

制づくりというのはどのように本町ではなさ

れているいるのでしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 ほかの自

治体で、広報の情報をいただけるような方、

モニターみたいな方なのかな、そういったも

のを設置して、いろんな情報をいただけるよ

うなことをやっているというのは、私も存じ

ております。 

   ただ、河北町としてはそこまでやっていな

いわけですけれども、広報委員からの情報も

当然ありますが、担当者がやっぱり足を使っ

ていろんな情報を集めるというのが、まずは

主になるかと思います。 

   特に、担当者だけでなく、河北町役場全体

として、いろんな情報をいただいたら、これ

を広報に載せていいんじゃないのというもの

があれば、すぐにうちのほうにいただくとい

うような体制を取っているところであります。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） やっぱりこういう紙面

を構成するには、その記事がないとなかなか

やはり編集に向かっていかないということが

ありますので、この情報収集というのはとて

も大変なお仕事ではないかと私も常々思って

おります。 

   情報発信の多様化の推進方針の一つで、答

弁の中に、伝わる情報発信より、響く情報発

信を目指すということがありましたが、これ

はどのようなことをお考えになって実行する

ような方向に進めていかれるのかというのを

ちょっとお聞きします。 

   この伝わる情報発信、その言葉と、響く情

報発信、これはとても私なんかは、響く情報

発信というのに興味を覚えます。この内容を

ちょっとお知らせください。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 情報発信

として、より伝わる、より響くという表現で

ありますけれども、特に最近ではＳＮＳの活

用を町のほうでも大分重要視しておりまして、

ＬＩＮＥ、あるいは公式インスタグラムも最

近立ち上げまして、なるべく新鮮な情報を早

めに皆さんにお伝えできるように活用を図っ

ていきたいというふうに考えているところで

あります。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） この答弁の中に、文字

では伝わらない情報を動画でお伝えするとい

う、各種広報媒体の強みを生かしながら、興

味関心を高めていく。すばらしいことですね。

やはり動画というのは直接響きますからね。

やはり文字で伝わるということも大事ですけ

れども、画面を通して皆さんにお伝えすると

いう、そこができれば、まだまだやはり広報

の力というのは大きくなるのかなと感じてお

ります。 

   今回の質問の中で、私が一番力を入れてい

ただきたいと思ったのは、障がい者の人たち

への広報紙の配布です。 

   障がい者の皆様が、今どのような方法で情

報を入手されているのかというのをちょっと

ネットなどで調べましたら、１位が自治体広

報やお知らせから、２番目が障がい者団体や

親の家族の会から、３番目が新聞等からとい

う順番で入手している方が多いということを
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調べました。 

   そこで、視覚障がい者や聴覚障がい者でも

情報を取る方法は違うと考えますが、視覚障

がい者の場合は音声での方法が多いようでし

た。 

   答弁でも、以前は本町でも声の広報という

ことで、音声によるサービスがあったとあり

ましたが、朗読ボランティアがおられなくな

ったことで、そのサービスが中止になったと

いうことが書いてありました。でも、そのと

き、別な方法で継続するということをお考え

にはならなかったのか。そこをお聞きしたい

と思います。 

○丹野貞子議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後２時３５分 

     再 開  午後２時３７分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 朗読ボラ

ンティアでありますけれども、平成８年度か

ら平成17年度まで、社会福祉協議会のほうで

対応していただいておりましたけれども、ボ

ランティアの方がいなくなった、高齢化で対

応できなくなったというのが、多分一番大き

な対応できなくなった理由なのではないかな

というふうに思います。 

   先ほどの、その前の質問で、より伝わると

か、より響くとかという情報発信のところで、

細矢議員のほうから動画の話もありましたの

で、ちょっと付け加えさせていただきますけ

れども、今年度70周年記念として東北芸工大

のほうに動画の作成をお願いしております。

短い動画で５本程度のものを作成いただいて

おりまして、間もなくできてくるのではない

かなというふうに思うところであります。プ

ロモーションのような活動に使っていただき

たいなというふうに考えております。 

   あと、せっかく今日、谷地高さんのほうで

傍聴に来ていただいておりますので、山形ふ

るさとＣＭ大賞のほうに、毎年、河北町でも

ＣＭ大賞に作品を出しておりますけれども、

最近は谷地高さんのほうにお願いして、いい

ＣＭを頑張って作っていただいておりますの

で、付け加えさせていただきたいというふう

に思います。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） でも、先ほど私が質問

したことに対してはお答えがちょっと乏しい

なという感じがします。継続することを考え

なかったかというのを、例えば誰も聞く人が

いないからやめたとか、様々なことの理由も

考えられますけれども、利用する方が少なか

ったとか。でも、利用する人が少ないからや

める、朗読する人がいないからやめるなんて

いうことは、あっていいんでしょうか。福祉

対策としては、やはりこういうものを整えて

いますというふうに、河北町ではこういうサ

ービスがありますということをやらないと、

何か利用する人が少ないからしません、ある

いは何かしませんなんていうのは、私は理由

にならないと思うんですけれどもね。だから、

やはり今気がついたのだったら、これから始

めるということの向き合い方でぜひ進めてい

ただきたいなと。 

   過去のことは言ってもしようがありません

ので、これからのことに向かって提案してい

きますけれども、やはり様々なところで声の

広報というのは、各自治体でも行われており

ます。先ほど、質問本文の中で、私は長井市

のことをお伝えしましたけれども、長井市の

場合は、声の広報誌は昭和53年から市の職員

の有志の方々で始められ、ボランティアつゆ

草の会の活動は2004年から始まっていますと

いうことでした。 

   お隣、寒河江市の場合は、障がい者向けサ

ービスとして、音声ＣＤによるサービス、こ
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れはボランティアが担当していらっしゃいま

すということで、現在利用者は５人いらっし

ゃるということでした。 

   大江町、西川町、朝日町は、その障がい者

向けのサービスはやっておりませんというこ

とです。 

   あと、天童市の場合は、公式ホームページ

の内容を音声で読み上げる機能がある。点字

広報、市報てんどうの内容を抜粋した点字広

報をやっています。声の広報としては、平成

26年度からＣＤに録音してやっておられます。 

   山形市の場合は、視覚障がい者のためのサ

ービスとして、点字広報を毎月２回、声の広

報を毎月１回、音声コード版広報を月２回や

っておられるということであります。 

   やはり様々こういう声の広報は、今、ＳＮ

Ｓとか、様々なことがありますけれども、視

覚に障がいのある方というのは、やはり音で

聞くというのが一番、情報を取り入れる手段

としては効果があるものだと思っております

ので、ぜひぜひこういう様々なところのいろ

んなあれをお調べになって、河北町でも以前

あったということですので、これはぜひもう

一度復活させて町民のサービスに徹していた

だきたいと強く感じております。 

   先ほども申しました町の社会福祉協議会の

朗読ボランティアの方がいらっしゃらなくな

ってやめられたというふうなことですけれど

も、私はこの動きというのは、これから復活

するには、中学生の方々に朗読を協力いただ

いて、中学生の地域貢献活動としてしっかり

まちづくりの一翼を担っていただくこともで

きるのではないか。これは長井市でやってい

ますので、それをまねていただいて、そうい

うこともできるのではないかと考えておりま

す。 

   先日、「河北中だより」というのが私たち

に配付なりました。第５号、令和６年８月30

日発行の中に、この河北中学校では地域貢献

活動を推進していくという記事が入っており

ました。そのことですので、ぜひこのような

ことをお考えになっていただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 最近やっぱり児童生徒のボラ

ンティア活動、大変教育活動の中で重要視さ

れていますので、教育課程の中で可能であれ

ば大いに推進をしたいなというふうに思って

おります。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） ぜひやっていただきた

いと思います。 

   では、外国人向けの広報紙配布についてお

伺いいたします。 

   現在、本町に住民登録されている外国人の

方々は何人おられるのか、お尋ねをいたしま

す。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 外国人の人数でござい

ます。現在、令和６年３月末現在で、河北町

に住居を置いている外国人は308人でござい

ます。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） その308人の方々には、

この自治体広報というのは配布されておられ

ますか。こういう方にも配布しなくちゃいけ

ないなんていう規定はありますか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 基本的に、

町の広報紙につきましては、河北町に住所の

ある方全員に配布になっているというふうに

認識しております。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 私は先日、このことで

ちょっとお聞きしたところ、住民登録をなさ
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るときに、町からのこういう様々な情報が必

要ですかという問合せをするんだそうです。

それで、要らないという人には送らないとい

うふうなことを言っておられましたけれども、

就業されてこの河北町におられる方というの

は、この数から見ても結構多いんですよね。

それで、そういう方たちは、会社で借り上げ

た住宅にお住まいになって、きっと５人とか

６人の集団でお住まいになっている方が多い

というふうに聞いております。その中に、お

一人ぐらいは日本語が分かる方がいらっしゃ

います。だけれども、日本語は読めないとい

う方が結構多いと思うんです。私もちょっと

知り合いでそういう方がいらっしゃいました

ので、「日本語、分かる」と言ったら、「分

からない」というふうに言われましたので、

会話自体は分かるのだそうですけれども、や

はり文字に起こされると、いろんなことが分

からないということが多いように思います。 

   だから、町の情報なんかお伝えするときに

は、やはり音声の方法というのは外国人の方

には有効な情報手段ではないかなと私は考え

ますけれども、こういう方がきちっと町の一

員として住民登録もされていますので、町の

一員として様々な町の行事とか、お祭りとか、

そういうものにも参加していただけるような、

そういうまちづくりを考えていったらいいの

ではないかなというふうに思いますけれども、

どのようにお考えでしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 町にいる

外国人への音声、会話による多分意思の疎通

というか、コミュニケーションが重要だとい

うような質問内容かと思いますけれども、な

かなかやはり外国語といっても、英語だけに

限らないというのが現実的なのかなというふ

うに思います。そこまで分かる方というのが

いればいいわけですけれども、実際にはなか

なかいないのが現実かと思いますので、でき

る範囲でどこまでできるかですけれども、国

際交流協会なんかの力を借りながら、何か対

応できればいいのかなというふうには思いま

す。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 今、私が言ったのは、

その五、六人でお住まいになっている方の中

に、１人は日本語が分かる、日本語の会話は

できるという方がいらっしゃるということで、

その国の言葉でしゃべるのではなく、日本語

でもちゃんとその情報が分かるという方がい

らっしゃいます。ですので、日本語を音声に

したＣＤなんかを、そういう方に、こういう

のができたけれども必要ですかみたいなこと

をお聞きになって、やはりそういう住まわれ

ているところに１台というか、ＣＤを１つ置

いていただくような考えはないのかなという

質問だったと思いますけれども、そのような

お考えはいかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 先ほど、本町における外国の

方々はどれぐらいいらっしゃるかと。300名を

超えております。ここ近年、急速に伸びてお

ります。半分以上がベトナムからいらっしゃ

っている方でございます。従前は東アジア、

中国、韓国中心でございましたけれども、そ

こはそう動いていないのですけれども、むし

ろ東南アジア、ベトナム、インドネシアが多

くなっております。 

   それで、やはり企業で働いている方がほと

んどなわけですけれども、昨年の９月議会だ

ったと思いますけれども、この外国の方々の

数というのは、町村レベルでいうと断トツに

多い町です。市も含めて11番目ぐらいだった

と思います。 

   そういう中で、昨年、サン・コーポラス、
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町営住宅を外国の方々も含めて社宅としてお

貸しする、そういった条例改正も行いまして、

今少しずつではありますけれども、企業にも

ご利用いただく方向で今話が進められており

ます。既に住んでいただいているかと思いま

す。 

   今、言葉の問題ですけれども、やっぱりそ

ういう中で、日常生活、あるいはごみの出し

方とか様々な、先ほど関心があるところとい

うと、やっぱり健康に関することとか、ある

いは暮らしに関すること、やっぱりそういっ

た情報をいかに知りたいかと。一番最初はご

み出しなんですよね。 

   そういったことで、やっぱり一緒にコミュ

ニティー社会の中でどういうルールで生活し

ていくのかということも含めて、本町の場合、

人数は多くなっておりますけれども、企業で

いうと特定の企業に、一定程度の企業に、何

本かの指ありますけれども、今中心になって

おりますので、そういった企業の関係者とも、

どういった形で、企業としてもいろいろな対

応をしていますけれども、外国の方々が広く

多様性のある社会として求められる、広報と

いうのはその第一歩かと思います。 

   したがいまして、十分、企業の方ともちょ

っと相談しながら、そういったニーズがどこ

にあるのか、具体的にどういった形での情報

提供が望まれるのかということも含めて、町

としても問題意識を持ってアプローチしてい

きたいというふうに思います。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。 

   本当にそうですね。様々な、やっぱりグロ

ーバル化しているこの世の中ですので、やは

り皆さんに平等にいろんなサービス、いろん

なことがうまく伝わるような、そういうしか

けづくり、仕組みづくりがこれから求められ

ているなとすごく思います。 

   答弁の中でも、様々なアイテムを駆使して

努力されている現状を、私はしっかり今回理

解いたしました。高齢者や障がいを持ってお

られる方も、分かりやすく広報が読める、聞

こえるように、そのような福祉政策をしっか

り進めていただきたいなと強く思います。 

   先ほど町長も、広報というのは、誰もが安

心して暮らせる地域社会を築くために欠かせ

ない取組だと答弁をいただきました。ぜひ実

現に向けて進んでいっていただきたいと考え

ます。 

   ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で14番細矢誓子議員の一般

質問を終わります。 

   ここで15時５分まで休憩します。 

     休 憩  午後２時５２分 

     再 開  午後３時０４分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   次に、７番木村章一議員の一般質問を行い

ます。 

   「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 一般質問を行います。 

   ３月議会、６月議会に続いて、今回も学校

統合問題について一般質問いたします。 

   河北町の人口は、７月31日時点で１万6,868

人となり、減少はしておりますが、県内の町

村で３番目に人口が多い町村であり、町内の

小学校６校と中学校１校を全部まとめて、さ

らに１つの小中一貫校にすることは、大規模

化に過ぎることなどから、反対の質問をいた

します。 

   質問の１は、小学校６校を統合し、河北中

学校と施設一体型小中一貫校にすることにつ

いて、町民に説明し、理解を得てから、パブ

リックコメント、意見公募に進むべきではな

いかということについてであります。 
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   質問要旨の１は、施設一体型の小中一貫校

については、７月24日の議員全員協議会で初

めて教育委員会の基本方針案に示され、あり

方検討委員会の会議や説明会では議論さえさ

れておらず、主権者である町民に分かりやす

く説明してから決めるべきではないでしょう

か。 

   質問要旨の２であります。あり方検討委員

会は、小学校の在り方についてのみ諮問され、

小中一貫校については触れた程度で、答申を

受けた後、どういう経過で小中一貫校になっ

たのでしょうか。また、どういう経過で、７

月24日の議員全員協議会の説明から施設一体

型が示されたのでありましょうか。 

   町民によく説明し、町民がよく判断できる

説明や情報を得て意見を言えるようになって

から、パブリックコメントの手続など、前に

進めるべきではないでしょうか。答弁を求め

ます。 

   次は、質問の２であります。 

   2022年に公布されたこども基本法を守って、

小学校６校の１校統合や施設一体型小中一貫

校について、子供たち自身の意見を聞くべき

ではないでしょうか。 

   質問要旨の１ですが、2022年に公布された

こども基本法では、次のように定めています。 

   第11条、こども施策に対するこども等の意

見の反映。国及び地方公共団体は、こども施

策を策定し、実施し、及び評価するに当たっ

ては、当該こども施策の対象となるこども又

はこどもを養育する者その他の関係者の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるもの

とする。このこども基本法を守り、小学校６

校の１校統合や、施設一体型小中一貫校につ

いて、子供たち自身の意見を聞かなければな

らないのではないでしょうか。答弁を求めま

す。 

   次は、質問の３であります。 

   町の財政として、新たな土地に１校統合の

学校にするのか、今ある小学校の数校を大規

模改修して活用するのか、その他について、

建設費や補助金、維持費、地方交付税などが

どうなるのかの比較検討を決定の前にすべき

ではないでしょうか。 

   質問要旨の１は、教育委員会の考えとは別

に、町の財政として、新たな土地を求めた１

校統合の場合や、現存する小学校の数校を大

規模改修した場合、その他の場合、建設費や

補助金、維持費、地方交付税などがどうなる

か、比較検討を決定の前にすべきであります。

答弁を求めます。 

   次は、質問の４であります。 

   46年前に、河北中学校１校に統合したとき

荒れた時期が十数年続いたつらい経験を、小

学校の１校統合や小中一貫校に統合進める前

に、しっかり評価、反省して、決定の内容に

生かすべきではないでしょうか。 

   質問要旨の１は、46年前に町内の４つの中

学校全部が河北中学校１校に統合した後に、

窓ガラスが頻繁に割られ、校内の廊下をバイ

クが走り回るなど、荒れた時期が十数年続い

たつらい経験を、町と教育委員会はどう捉え

ているのでしょうか。 

   質問要旨の２であります。河北中学校が荒

れたつらい経験について、当時統合を決めた

行政や議会、教育委員会は、評価や反省をせ

ず、誰も責任を取っていないようですが、小

学校の１校統合や小中一貫校を進める前に、

しっかり評価、反省して、決定の内容に生か

すべきであります。 

   中１ギャップを回避するということを施設

一体型の小中一貫校づくりの大きな動機の一

つにしていますが、今の河北町に回避すべき

中１ギャップはあるのでしょうか。小学校を

１校に統合し、さらに施設一体型の小中一貫

校にまとめることが、46年前の中学校統合の
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ように強いストレスを子供たちに与えるので

はないでしょうか。 

   以上、町長の答弁を求めます。 

○丹野貞子議長 ７番木村章一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ７番木村章一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、小学校６校を統合し、河北中学校

と施設一体型小中一貫校にすることについて、

町民に説明し、理解を得てからパブリックコ

メントに進むべきではないかについてお答え

いたします。 

   １点目の施設一体型の小中一貫校について

は、町民に分かりやすく説明してから決める

べきではないか、２点目、施設一体型の小中

一貫校となった経過について、町民が判断で

きる説明や情報を得て意見を言えるようにな

ってから、パブコメの手続など前に進めるべ

きではないかにつきまして、併せて申し上げ

ます。 

   教育委員会では、河北町立小学校のあり方

検討委員会からの助言を受け、未就学児・児

童生徒の保護者、地区住民の皆様からアンケ

ート調査を実施したところ、930件、回収率

66％の方々から回答をいただき、「統合は必

要である」69％が、「必要でない」27％を上

回る結果となりました。しかし、「将来の学

校像は何校か」については、意見にばらつき

がありました。 

   その後、各小学校区で懇談会を行い、アン

ケート結果を提示して意見をいただきました。 

   児童数の減少を考えれば統合は必要だ、早

急に町の考えを出して進めてほしいという意

見がある一方、地区から学校がなくなると寂

しくなる、地域の元気がなくなるといった慎

重なご意見もいただきました。 

   検討委員会では、地区懇談会、町民参加型

の検討委員会の意見等を参考にしながら、町

立小学校の在り方について答申を取りまとめ、

令和５年12月14日に教育長に答申されました。 

   答申では、小学校は１校に統合することが

最適であるということ、子供たちにとって最

適な学びの環境を構築するために、できるだ

け早い統合に向けて取り組むこと、より教育

効果を上げるために中学校との一貫した教育

活動が展開できるようにすることなどが示さ

れました。 

   答申を受け、教育委員会では、答申内容を、

教育委員会、総合教育会議、議会に報告し、

広報かほく、町のホームページにより、町民

に広く周知を図った上で、これまでの検討の

経過や検討委員会の答申を尊重した基本方針

の素案が策定されたものと認識しております。 

   さらに、この基本方針の素案について、各

地区での説明会や幼稚園、認定こども園での

説明会及びウェブでのアンケートを行い、ご

意見をいただいた上で、このたびその過程で

いただいたご意見を反映した基本方針の案が

策定され、現在パブリックコメントを行って

いるものと認識しております。 

   小中一貫教育は、小中連携教育のうち、小

中学校が目指す子供像を共有し、９年間を通

じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指

す教育であります。 

   小中一貫教育の取組は、文部科学省の調査

によると、９年間の一貫した学校教育目標の

設定やカリキュラムの編成、小学校における

教科担任制の実施など、その特徴を生かした

取組により、９割の実施校で成果が上がった

と回答されております。 

   先行事例を参考にしながら、河北町におい

ても、目指す子供の姿に迫るために、施設一

体型の校舎で、児童、生徒、教職員の交流、

施設面の利活用を通し、教育効果を高め、現

在の連携から一歩進んだ取組を進めていく必
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要があるという考え方が示されたものと理解

しております。 

   私としても、小中一貫教育を実践するに当

たり、最適な学び環境として、施設一体型の

小中一貫校として整備することが最善である

という教育委員会の考え方は尊重すべきもの

と考えております。 

   また、今後設置される予定の学校整備委員

会（仮称）において、本町の実態に合った設

置形態について、具体的かつ詳細な整理を行

い、その経過、結果を周知していく必要があ

ると考えております。 

   次に、小学校６校の１校統合や施設一体型

小中一貫校について、子供たち自身の意見を

聞くべきではないのかについてお答えいたし

ます。 

   子供たち自身の意見を聞くことについては、

検討委員会においても話し合われたというこ

とでありますが、今、学校は、自分の学校に

愛着を持って指導を行い、愛校心を育てる指

導を行い、今ある学校をいかによくするかと

考えている子供たちに、今後の小学校をどう

するかという責任を委ねるのは難しいのでは

ないかということになったとお聞きしており

ます。 

   また、今後、学校が１つになる場合は、ど

んな学校を他校の児童とつくり上げていくの

か、どんな取組を行うかなどについてなど、

これから目指す学校の姿については、大事に

考えさせたいこととして挙げられ、答申には、

児童同士のつながりが深まるように、教育活

動を児童と共に考え、各学校の教育課程を調

整し、交流学習等を計画的に実施することを

配慮事項として挙げられ、基本方針の素案、

さらには基本方針の案に盛り込まれたものと

認識しております。 

   検討委員会の話合いの中では、今の児童生

徒に聞くというよりは、当事者の保護者から

意見を聞くことが必要ではないかとの意見が

あり、基本方針素案の段階で、町内幼稚園、

認定こども園を回り、実際に小中学校に入学

する保護者を対象に基本方針素案の説明を行

ったと承知しております。 

   あわせて、アンケートも行い、123名からい

ただいた回答では、基本方針の素案について、

賛成が46％、どちらかといえば賛成が50％と

の意見をいただきました。 

   アンケートの回答には、学校生活に対する

不安は必ずしもないというわけではないと認

識しており、今後設置される予定の学校整備

委員会、開校準備委員会（いずれも仮称）に

おいて、新たな校舎での学校生活への不安を

取り除くことができるように、丁寧に整理、

検討していく必要があると捉えております。 

   次に、新たな土地に１校の学校にするのか、

今ある小学校を大規模改修して活用するのか

など、建設費や補助金、維持費、地方交付税

がどうなるかの比較検討を決定の前にすべき

ではないかについてお答えいたします。 

   小学校及び中学校の建設補助については、

小学校及び中学校整備、それぞれの補助制度

において、小学校の統合については整備費の

２分の１が補助対象となり、中学校の改築等

の整備については、建物の老朽化などに伴う、

そういった点に着目した補助制度となってお

ります。 

   施設一体型の小中一貫校となる校舎の整備

については、本町の小学校、中学校の実情に

即して、補助対象の可能性について、今後精

査していく必要があると考えております。 

   地方交付税については、小学校を統合する

と、学校数６校から１校に減少することによ

り、算定額が減少することになること。一方

で、小中一貫校となっても、中学校は存在す

るため、中学校費における学校数の算定に変

化は生じないことから、交付税の減額に伴う
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財政面への影響ということでは、統合するこ

とにより、学校運営に係る経費も少なくなる

ことから、歳入歳出両面から検証すべきもの

であると考えております。 

   いずれにいたしましても、検討委員会では、

子供たちにとって何が最善かをまず一番に検

討していただき、教育委員会から、子供たち

の学びの環境を整えることを第一義的に、基

本方針の素案、案が提示されたものと考えて

おります。 

   設置形態や設置場所、建設費、補助金、維

持費等につきましては、今後設置される予定

の学校整備委員会（仮称）においても、検討

がなされるものと承知しており、様々な観点

から具体的検討を加えながら対応していく必

要があると考えております。 

   次に、46年前に河北中学校１校に統合した

ときの経験を、小学校の１校統合や小中一貫

校を進める前に、しっかり評価して決定の内

容に生かすべきではないかについて申し上げ

ます。 

   議員からご指摘ありました事案につきまし

ては、河北中学校に限らず、その当時の時代

を背景とした全国的な社会問題の一つと捉え

ております。現在においては、いじめ、不登

校の問題や、ＳＮＳ等を介したトラブル、虐

待などが問題視されているのと同様に、荒れ

た時代が当時の大きな社会問題となったと考

えております。 

   ２点目の河北中学校の経験を、小学校の１

校統合や小中一貫校を進める前に、しっかり

評価、反省して決定の内容に生かすべきでは

ないかについて申し上げます。 

   これまで学校では、生徒指導上の問題に対

して、校長先生のリーダーシップの下、組織

的に対応してきております。特に、先生方に

ついては、徹底した児童生徒への理解、授業

改善の取組を通して、児童生徒が生き生きと

した自己表現ができるよう日々努力していた

だいております。 

   教育委員会では、学校と連携しながら支援

や指導を行い、児童生徒、先生方、地域の方々

が一体となった教育活動ができるように、学

校運営協議会をはじめとした教育環境の整備

に取り組んでおります。 

   これらの取組は、毎年、学校評価として教

育活動を振り返り、次年度の学校経営に生か

して積み上げを行っているところであります。 

   河北中学校では、令和４年度に、社会で求

められる生徒の姿を捉え直し、開校当時の学

校学校目標である「生き生きと自己表現でき、

世の中のためになる人間の育成」から、「つ

ながりの中で自立する生徒の育成」に変更し、

これからを生き抜く子供たちに必要な力を育

成すべく取り組んでおります。 

   これまでの経験や取組を土台として、その

延長線上に、これからの時代を生き抜くため

の学びの環境として、小中一貫校という学び

の環境を整備することにつなげていくべく検

討が進められていると認識しております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 再質問いたします。 

   教育長にお伺いいたします。 

   よく言われる今回の小中一貫校の動機とし

て、中１ギャップをうまくクリアできるのが

小中一貫校だというような、それも施設一体

型小中一貫校だというようなことが言われて、

これは基本計画の主なところになっておりま

すけれども、河北中など、要するに河北町内

で、中１ギャップというのはどんな現れ方を

しているのか、数字を示して教えていただき

たい。私は、そんな状況はないんじゃないか

と。深刻に悩んで、そのために小中一貫校に
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しなきゃいけないというような状況はないん

じゃないかと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 中１ギャップについてのお問

合せにお答えいたします。 

   ご存じのように、小学校から中学校に移る、

そうしたときに生活の変容があります。よく

言われるのが、小学校は学級担任制で、中学

校に行きますと教科担任制。そのギャップを

防ぐために、最近は高学年、５・６年で教科

担任制を取り入れています。ごく最近では、

３・４年生にも移しましょうということでや

っています。これが一つ大きな違いでありま

す。 

   それから、中学校に入りますと部活動が始

まります。これは、生徒にとっていい影響を

与える場合、それからどうしてもなじめない

子供、両極出ます。 

   数字的に正確には今持ち合わせておりませ

んけれども、いわゆる中１になると、今言っ

た生活の変容についていけなくて、学校に行

けない子が増えます。それが、残念ながら不

登校生となって現れてくる、そういった現象

が見られます。 

   それで、前から言っておりますように、小

中連携というのは、もう何十年前から我々が

問題として、課題として取り組んでいる事項

であります。 

   小中一貫校というのは、制度として何年前

から出てきているものであります。その効用

は、やっぱり前から私は申し上げているよう

に、校種間の接続をスムーズにすること、こ

れが一番であります。 

   接続には様々あると思いますが、まず一つ

は学びの接続です。いわゆる小学校から中学

校の学びにスムーズにつなげましょうという

ことであります。これは、いわゆる教育課程

とありまして、小学校の教育課程、中学校の

教育課程、これがどういうものかをもう一回

再度精査して、その教育課程、つながり、系

統性を吟味しましょう、こういう学びの接続

があります。 

   ２つ目の接続としては、（「私が聞いたの

は、ギャップがあるか……」の声あり）うん、

ギャップを防ぐための、そういうスムーズな

接続があるということを私は今説明している

んです。（「あるかどうかをお聞きしました」

の声あり）はい。 

   それで、答えは、先ほど私が申し上げたと

おりであります。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） ここに、文部科学省、

国立教育政策研究所というところで発行して

いて、ホームページにも出ている生徒指導リ

ーフというのがありまして、中１ギャップの

真実、文部科学省の教育研究所が出している

ものがあります。 

   「中１ギャップという言葉の問題点。中１

ギャップは、いわゆる問題行動等調査の結果

を学年別で見ると、小６から中１でいじめや

不登校の数が急増するように見えることから

使われ始め、今では小中学校間の接続の問題

全般に便利に用いられています。しかし、い

じめが中１で急増するという当初の認識が正

しいのか、不登校の中１での増加についても

ギャップと呼ぶほどの変化なのかについては、

慎重であるべきです。なぜなら、必ずしも実

態を表現していると言い切れないからです。

とりわけ、その語感から、中１になる段階で

突然何かが起きるようなイメージを、学校制

度の違いという外的要因が種々の問題の主原

因であるかのようなイメージを抱くと、問題

の本質や所在を見誤り、間違った対応しかね

ません。便利な言葉を用いることで、目の前

で起きている問題を解決した気になってはな
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りません。実際に何が起きているかを冷静に

捉えることから始めましょう」ということで、

河北町で小学校から中学校に上がるときに、

本当にもう憂慮すべきような中１ギャップと

いうのが多発しているかとお聞きしたんです。 

   議案調査でもお聞きしたところでしたが、

そんなに悩むほどの中１ギャップと言えるよ

うなものはないというような説明もありまし

た。 

   それなのに、小中一貫校をつくるに当たっ

て、中１ギャップを解消するためだというこ

とで、今、教育長が力説されているんですが、

方法としてはそうなんでしょうが、そんなに

悩んで学校を新しくするほど悩むべきものじ

ゃないんじゃないかということを一つ申し上

げておきたいと思います。 

   さらに、あえて46年前の中学校統合のこと

をお話ししましたが、大きな学校にする、小

中一貫校でも小規模だと対応を比較的ちゃん

とやられるんでしょうが、大規模化すると、

また別なことが起きるんではないか。小学校

６校を１校にまとめる、それからさらに小学

校と中学校を一緒にする。こんな……。 

   それで、河北町というのは、県内の町村で

３番目ほどの人口の大きな自治体ですから、

そこの子供たちを一つにまとめるというのは、

非常にリスクをいっぱい抱えることになるん

じゃないか。中１ギャップよりもずっと大き

な問題を抱えてしまうんじゃないかというこ

とで、中学校が統合になったときの問題を申

し上げました。 

   当時、全国的にそういったことがあったん

ですが、もしそんなに大きな学校にしなけれ

ば、もっとずっときめ細かな対応ができたか

もしれない。そういった反省なんかを当時す

べきだったのではないか。１校にはまとめ過

ぎたんじゃないかというような反省すべきだ

ったんじゃないかということで、この問題を

取り上げました。 

   中１ギャップというのは、今の河北町では

そんなに大きな問題ではなくて、そういった

問題が起きそうだということで既にいろいろ

取組をして、小学校、中学校の間の情報交換

とかという中で、十分に対応できているので

はないかということを申し上げました。どう

ですか、教育長。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 中１ギャップについての理解

について、議員はご指摘なされたように受け

止めます。 

   私は、中１ギャップも一つのまず解消点で

あるということと、先ほど来から申し上げて

いるように、いわゆるスムーズな接続は、教

育的効果を狙っているものであります。です

ので、さっき学びの接続と申し上げましたが、

教える側のいわゆる系統性、これをきちんと

押さえましょう、これが学びの接続でありま

す。 

   ２つ目の接続は、教員間の接続であります。

教員間の接続というのは、今、谷地中部小を

除いたほかの学校は、１学年１人だけです。

そうすると、教材研究のときに相談しましょ

うといったときに、１学年１人では相談でき

ません。 

   それが、統合になりますと、学年間複数人

数になりますので、教材研究をお互いに複数

の目で相談し合いながらできると。そういっ

たことができるし、小中近接していますと、

小学校の教育を受けた中学校の教育、中学校

は小学校の教育を受けた、どういう教育すれ

ばいいのか。それがじかに見られるわけです。

そういった教師間の接続があります。 

   ３つ目の接続が、児童生徒の接続でありま

す。前も申し上げましたが、必要に応じて異

学年の交流学習ができます。そういったこと

ができるということと、やはり隣り合わせで
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すので、対面の教育、それから後ろ姿の教育、

心構えとか、そして思いやりの教育とか、そ

ういったことをじかに見て教育が受けられる

と、そういったよさがあるわけです。 

   ですので、中１プロブレムもありますが、

そういった教育の効果、効率性が私はすごく

あるんじゃないかということで申し上げてい

ます。 

   次に、２点目の、いわゆる河北中が統合に

なったときのことを反省するべきでないかと

いうご指摘にお答えいたします。 

   この生徒指導につきましては、私たちはＰ

ＤＣＡサイクルを常に回して指導してまいり

ました。プラン・ドゥー・チェック・アクシ

ョンです。それぞれの時代における課題に対

しては正面に向き合って、改善を全力を挙げ

て図ってまいりました。 

   そんな時代の中で、いつも大事に心がけて

きたことは、何よりも子供の命を守ることが

重要であり、全ての子供に対して学校が安心

して楽しく通える魅力ある環境になるよう、

学校はもちろんのこと、家庭や専門性のある

関係機関、そして地域などの協力を得ながら、

社会全体で子供たちを成長、発達に向けて支

援してくることが大事だなということをつく

づく思っています。 

   そんな中で、評価、反省はということで、

常にやってきて、私は手元に生徒指導提要、

これがあります。これは、令和４年12月に発

行されました。先生方にとっては、生徒指導

のかがみであります。これまで蓄積した財産

をまとめたものです。学校によっては、先生

方が輪読会をして生徒指導に生かしていると

いうものであります。 

   その中で、生徒指導で大事にしていること

が、この生徒指導提要にもあるんですが、４

点あります。 

   １点目、常に自己……（「お聞きしていな

いないことに、お答えいただいているので…

…」の声あり）そうですか。いや、反省、評

価をしていないというふうにご指摘ありまし

たので、その辺をお答えしている……（「そ

こに触れずに別のことだけ……」の声あり） 

○丹野貞子議長 いいですか。せっかく答えてい

ただいているんですが。はい、どうぞ。 

○７番（木村章一議員） 時間も限りがあります

ので、ちょっとあれですが、お聞きしている

のは、そういうふうに大規模化するというこ

とは、別なリスクを抱えることになるのでは

ないかということなんですね。小さな小中一

貫校ですと問題にならない。小さな統合だっ

たら、そういう問題にならなくても、河北町

の全部を、６校を１つにまとめる、それに中

学校もまとめるなんていう、本当に大規模化

するというのは大きなリスクを抱えるのでは

ないかということで、その中学校の大統合の

問題も引き合いに出したというようなことで

あります。 

   それで、お聞きしたいんですけれども、例

えば、私が申し上げたいのは、教育長もあえ

て数字もお示しされなくて、そういう心配が

あるというお話ですが、中１ギャップという

のは、今の河北町ではすごく心配で、時々も

うどうしようというふうに悩んでいる問題だ

というふうにはほとんどなくて、この小中一

貫校の問題が出てきたときに、その動機の一

つとして中１ギャップというのが突然出てき

たというふうに思いますので、今の河北町で

は、中１ギャップは、わざわざ学校の形態を

変えてまでするほどの心配がないのではない

か。これまでの先生方のご努力の流れの中で、

十分問題を解決できるのではないかというこ

とを指摘させていただきます。 

   それで、特にちょっと問題なことがありま

したので、お聞きしたいんですけれども、９

月１日から実施中のパブリックコメント、私
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はこんなに早くすべきではないというふうに

申し上げているんですけれども、９月１日か

ら14日までの14日間、意見を下さいというふ

うになっています。 

   私がちょっと調べたら、行政手続法という、

パブリックコメントをすべきですというふう

になっている法律がありまして、第39条に意

見公募手続というのがあって、その第39条の

第３項に、その第１項の規定により定める意

見提出期間は、同項の公示の日から起算して

30日以上でなければならないと。よっぽどの

事情がない限り、30日以上にしなきゃならな

いというふうになっています。 

   さらに、今の河北町のパブリックコメント

は、非常に不十分かなというふうに思います。

西里、北谷地、溝延のセンターと、それから

サハトべに花と、さらに役場の教育委員会、

ここにあるので、その基本法の基本計画案を

見たい方は見に来てくださいというふうにな

っていますが、閲覧だけで、コピーしてくだ

さいというと、コピーしていいというふうに

言われていないと。１部、ぽんと置いてある

だけなんですね。それで、どんがホールに置

いていないし、ホームページで見れるという

ので、ホームページで見ると、基本計画案で

はなくて、基本計画素案が出てくるんです。 

   そんな状況でやっている今のパブリックコ

メントは、問題は別ですけれども、法律違反。

14日だというのは、30日以上となっているの

に14日間としてあるのは、法律違反ではない

でしょうか。いかがですか。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 河北町パブリックコメン

ト手続に関する要綱に沿ってパブリックコメ

ントをさせていただいております。 

   これによりますと、パブリックコメント期

間はおおむね２週間というふうになってござ

います。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 行政手続法よりも、町

の規程ですか、そのほうが優先するというふ

うにはならないと思うんですが、法律のほう

が優先すると思うんですが、いかがですか。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 河北町パブリックコメン

ト手続に関する要綱に沿ってさせていただい

ております。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 行政手続法第39条、確

認していただけますか。 

○丹野貞子議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後３時４６分 

     再 開  午後３時５４分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   議長から申し上げます。 

   間もなく４時になろうとしていますが、７

番木村章一議員の一般質問が終了するまで時

間を延長したいと思います。これに異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、７番木村章一議員の一般質問が終

了するまで時間を延長いたします。 

   「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 行政手続

法における第39条の意見公募手続には30日と

なっているわけですけれども、これはあくま

でも国の機関が定めるものであって、自治体

は独自に決めてよいものというふうに解釈し、

町で要綱をつくって、14日間としているもの

と解釈しています。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 パブリックコメントのと

ころから入っていただきますと、案というの

が出てまいります。ただ、我々教育委員会の

学校教育課のほうにはまだ素案のままで、案



 - 86 - 

というものは載せておりませんでした。パブ

リックコメントから入っていただきますと、

今やっているパブリックコメント案が見られ

るということでございます。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 町が独自にそう決めて

いいと。でも、この基本計画案を決めて先に

進めるには、パブリックコメントは必須なん

ですね。パブリックコメントをしないと先に

進まないというふうにはなっているというこ

とでしょうか。 

   それで、町は独自に決めていいという法律

はどこにあるか、ちょっと示していただけま

すか。 

○丹野貞子議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後３時５７分 

     再 開  午後４時２２分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   本日はこれをもって延会したいと思います

が、これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日はこれをもって延会します。 

   明日、あさって９月７日及び８日は、土曜、

日曜日のため休会となります。 

   ９月９日は午前９時までにご参集をお願い

します。 

   本日はこれをもって延会します。 

   お疲れさまでした。 

午後４時２３分  延 会 

 


